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一 


消
費
者
団
体
訴
訟
法
案
新
旧
対
照
条
文 


 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 


 
 


 
 


 


（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 


○
不
当
景
品
類
及
び
不
当
表
示
防
止
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
三
十
四
号
）
（
附
則
第
八
条
関
係
） 


改 


正 


案 


消
費
者
契
約
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
年
法
律
第
二
十
九
号
）


第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後 


 


（
適
格
消
費
者
団
体
の
差
止
請
求
権
） 


第
十
一
条
の
二 


消
費
者
団
体
訴
訟
法
（
平
成
二
十
一
年
法
律
第 


 
 


号
）


第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
適
格
消
費
者
団
体
は
、
事
業
者
が
、
不
特
定
か


つ
多
数
の
一
般
消
費
者
に
対
し
て
次
の
各
号
に
掲
げ
る
行
為
を
現
に
行
い
又


は
行
う
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
事
業
者
に
対
し
、
当
該
行
為
の
停
止


若
し
く
は
予
防
又
は
当
該
行
為
が
当
該
各
号
に
規
定
す
る
表
示
を
し
た
も
の


で
あ
る
旨
の
周
知
そ
の
他
の
当
該
行
為
の
停
止
若
し
く
は
予
防
に
必
要
な
措


置
を
と
る
こ
と
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 


 


一
・
二 


〔
略
〕 


 


（
適
格
消
費
者
団
体
の
差
止
請
求
権
） 


第
十
一
条
の
二 


消
費
者
契
約
法
（
平
成
十
二
年
法
律
第
六
十
一
号
）
第
二
条


第
四
項
に
規
定
す
る
適
格
消
費
者
団
体
は
、
事
業
者
が
、
不
特
定
か
つ
多
数


の
一
般
消
費
者
に
対
し
て
次
の
各
号
に
掲
げ
る
行
為
を
現
に
行
い
又
は
行
う


お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
事
業
者
に
対
し
、
当
該
行
為
の
停
止
若
し
く


は
予
防
又
は
当
該
行
為
が
当
該
各
号
に
規
定
す
る
表
示
を
し
た
も
の
で
あ
る


旨
の
周
知
そ
の
他
の
当
該
行
為
の
停
止
若
し
く
は
予
防
に
必
要
な
措
置
を
と


る
こ
と
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 


 


一
・
二 


〔
同
上
〕 


 
 


 







  


二 


○
消
費
者
契
約
法
（
平
成
十
二
年
法
律
第
六
十
一
号
）
（
附
則
第
九
条
関
係
） 


改 


正 


案 


消
費
者
契
約
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
年
法
律
第
二
十
九
号
）


第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後 


目
次 


 


第
一
章 


総
則
（
第
一
条
―
第
三
条
） 


 


第
二
章 


消
費
者
契
約 


 
 


第
一
節 


消
費
者
契
約
の
申
込
み
又
は
そ
の
承
諾
の
意
思
表
示
の
取
消
し


（
第
四
条
―
第
七
条
） 


 
 


第
二
節 


消
費
者
契
約
の
条
項
の
無
効
（
第
八
条
―
第
十
条
） 


 
 


第
三
節 


補
則
（
第
十
一
条
） 


 


第
三
章 


差
止
請
求
権
（
第
十
二
条
） 


 


第
四
章 


雑
則
（
第
十
三
条
） 


 


附
則 


         


目
次 


 


第
一
章 


総
則
（
第
一
条
―
第
三
条
） 


 


第
二
章 


消
費
者
契
約 


 
 


第
一
節 


消
費
者
契
約
の
申
込
み
又
は
そ
の
承
諾
の
意
思
表
示
の
取
消
し 


（
第
四
条
―
第
七
条
） 


 
 


第
二
節 


消
費
者
契
約
の
条
項
の
無
効
（
第
八
条
―
第
十
条
） 


 
 


第
三
節 


補
則
（
第
十
一
条
） 


 


第
三
章 


差
止
請
求 


 
 


第
一
節 


差
止
請
求
権
（
第
十
二
条
・
第
十
二
条
の
二
） 


 
 


第
二
節 


適
格
消
費
者
団
体 


 
 


 


第
一
款 


適
格
消
費
者
団
体
の
認
定
等
（
第
十
三
条
―
第
二
十
二
条
） 


 
 


 


第
二
款 


差
止
請
求
関
係
業
務
等
（
第
二
十
三
条
―
第
二
十
九
条
） 


 
 


 


第
三
款 


監
督
（
第
三
十
条
―
第
三
十
五
条
） 


 
 


 


第
四
款 


補
則
（
第
三
十
六
条
―
第
四
十
条
） 


 
 


第
三
節 


訴
訟
手
続
等
の
特
例
（
第
四
十
一
条
―
第
四
十
七
条
） 


 


第
四
章 


雑
則
（
第
四
十
八
条
） 


 


第
五
章 
罰
則
（
第
四
十
九
条
―
第
五
十
三
条
） 


 


附
則 


 







 


三 


 
（
定
義
） 


第
二
条 


〔
略
〕 


２ 


こ
の
法
律
に
お
い
て
「
事
業
者
」
と
は
、
法
人
そ
の
他
の
団
体
及
び
事
業


と
し
て
又
は
事
業
の
た
め
に
契
約
の
当
事
者
と
な
る
場
合
に
お
け
る
個
人
を


い
う
。 


３ 


〔
略
〕 


４ 


こ
の
法
律
に
お
い
て
「
適
格
消
費
者
団
体
」
と
は
、
消
費
者
団
体
訴
訟
法


（
平
成
二
十
一
年
法
律
第 


 
 


号
）
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
適
格
消


費
者
団
体
を
い
う
。 


     
 


 


第
三
章 


差
止
請
求
権 


 
 


 
 


〔
削
除
〕 


 


第
十
二
条 


適
格
消
費
者
団
体
は
、
事
業
者
、
受
託
者
等
又
は
事
業
者
の
代
理


人
若
し
く
は
受
託
者
等
の
代
理
人
（
以
下
「
事
業
者
等
」
と
総
称
す
る
。
）
が
、


消
費
者
契
約
の
締
結
に
つ
い
て
勧
誘
を
す
る
に
際
し
、
消
費
者
に
対
し
て
第


四
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
に
規
定
す
る
行
為
（
同
条
第
二
項
に
規
定
す


る
行
為
に
あ
っ
て
は
、
同
項
た
だ
し
書
の
場
合
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。


 


（
定
義
） 


第
二
条 


〔
同
上
〕 


２ 


こ
の
法
律
（
第
四
十
三
条
第
二
項
第
二
号
を
除
く
。
）
に
お
い
て
「
事
業
者
」


と
は
、
法
人
そ
の
他
の
団
体
及
び
事
業
と
し
て
又
は
事
業
の
た
め
に
契
約
の


当
事
者
と
な
る
場
合
に
お
け
る
個
人
を
い
う
。 


３ 


〔
同
上
〕 


４ 


こ
の
法
律
に
お
い
て
「
適
格
消
費
者
団
体
」
と
は
、
不
特
定
か
つ
多
数
の


消
費
者
の
利
益
の
た
め
に
こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
る
差
止
請
求
権
を
行
使
す


る
の
に
必
要
な
適
格
性
を
有
す
る
法
人
で
あ
る
消
費
者
団
体
（
消
費
者
基
本


法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
七
十
八
号
）
第
八
条
の
消
費
者
団
体
を
い
う
。


以
下
同
じ
。
）
と
し
て
第
十
三
条
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
内
閣
総
理
大
臣
の


認
定
を
受
け
た
者
を
い
う
。 


  
 


 


第
三
章 


差
止
請
求 


 
 


 
 


第
一
節 


差
止
請
求
権 


 


（
差
止
請
求
権
） 


第
十
二
条 


適
格
消
費
者
団
体
は
、
事
業
者
、
受
託
者
等
又
は
事
業
者
の
代
理


人
若
し
く
は
受
託
者
等
の
代
理
人
（
以
下
「
事
業
者
等
」
と
総
称
す
る
。
）
が
、


消
費
者
契
約
の
締
結
に
つ
い
て
勧
誘
を
す
る
に
際
し
、
不
特
定
か
つ
多
数
の


消
費
者
に
対
し
て
第
四
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
に
規
定
す
る
行
為
（
同


条
第
二
項
に
規
定
す
る
行
為
に
あ
っ
て
は
、
同
項
た
だ
し
書
の
場
合
に
該
当







  


四 


次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
詐
欺
等
行
為
（
人
を
詐
欺
し
、
又
は
人
を
強
迫


す
る
行
為
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
現
に
行
い
又
は
行
う
お
そ
れ


が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
事
業
者
等
に
対
し
、
当
該
行
為
の
停
止
若
し
く
は
予


防
又
は
当
該
行
為
に
供
し
た
物
の
廃
棄
若
し
く
は
除
去
そ
の
他
の
当
該
行
為


の
停
止
若
し
く
は
予
防
に
必
要
な
措
置
を
と
る
こ
と
を
請
求
す
る
こ
と
が
で


き
る
。
た
だ
し
、
民
法
及
び
商
法
以
外
の
他
の
法
律
の
規
定
に
よ
れ
ば
当
該


行
為
を
理
由
と
し
て
当
該
消
費
者
契
約
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
な
い
と
き


は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 


２ 


適
格
消
費
者
団
体
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
が
、
消
費
者
契
約
の
締
結


に
つ
い
て
勧
誘
を
す
る
に
際
し
、
消
費
者
に
対
し
て
第
四
条
第
一
項
か
ら
第


三
項
ま
で
に
規
定
す
る
行
為
又
は
詐
欺
等
行
為
を
現
に
行
い
又
は
行
う
お
そ


れ
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
者
に
対
し
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る


者
に
対
す
る
是
正
の
指
示
又
は
教
唆
の
停
止
そ
の
他
の
当
該
行
為
の
停
止
又


は
予
防
に
必
要
な
措
置
を
と
る
こ
と
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場


合
に
お
い
て
は
、
前
項
た
だ
し
書
の
規
定
を
準
用
す
る
。 


一
・
二 


〔
略
〕 


３ 


適
格
消
費
者
団
体
は
、
事
業
者
又
は
そ
の
代
理
人
が
、
消
費
者
契
約
を
締


結
す
る
に
際
し
、
消
費
者
と
の
間
で
第
八
条
か
ら
第
十
条
ま
で
に
規
定
す
る


消
費
者
契
約
の
条
項
（
第
八
条
第
一
項
第
五
号
に
掲
げ
る
消
費
者
契
約
の
条


項
に
あ
っ
て
は
、
同
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
も
の
を
除


く
。
次
項
及
び
第
五
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
若
し
く
は
民
法
第
九
十
条
の
規
定


す
る
も
の
を
除
く
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
現
に
行
い
又
は
行
う
お
そ
れ


が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
事
業
者
等
に
対
し
、
当
該
行
為
の
停
止
若
し
く
は
予


防
又
は
当
該
行
為
に
供
し
た
物
の
廃
棄
若
し
く
は
除
去
そ
の
他
の
当
該
行
為


の
停
止
若
し
く
は
予
防
に
必
要
な
措
置
を
と
る
こ
と
を
請
求
す
る
こ
と
が
で


き
る
。
た
だ
し
、
民
法
及
び
商
法
以
外
の
他
の
法
律
の
規
定
に
よ
れ
ば
当
該


行
為
を
理
由
と
し
て
当
該
消
費
者
契
約
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
な
い
と
き


は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 


 


２ 


適
格
消
費
者
団
体
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
が
、
消
費
者
契
約
の
締
結


に
つ
い
て
勧
誘
を
す
る
に
際
し
、
不
特
定
か
つ
多
数
の
消
費
者
に
対
し
て
第


四
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
に
規
定
す
る
行
為
を
現
に
行
い
又
は
行
う
お


そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
者
に
対
し
、
当
該
各
号
に
掲
げ


る
者
に
対
す
る
是
正
の
指
示
又
は
教
唆
の
停
止
そ
の
他
の
当
該
行
為
の
停
止


又
は
予
防
に
必
要
な
措
置
を
と
る
こ
と
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の


場
合
に
お
い
て
は
、
前
項
た
だ
し
書
の
規
定
を
準
用
す
る
。 


一
・
二 


〔
同
上
〕 


３ 


適
格
消
費
者
団
体
は
、
事
業
者
又
は
そ
の
代
理
人
が
、
消
費
者
契
約
を
締


結
す
る
に
際
し
、
不
特
定
か
つ
多
数
の
消
費
者
と
の
間
で
第
八
条
か
ら
第
十


条
ま
で
に
規
定
す
る
消
費
者
契
約
の
条
項
（
第
八
条
第
一
項
第
五
号
に
掲
げ


る
消
費
者
契
約
の
条
項
に
あ
っ
て
は
、
同
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に


該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
含
む
消
費
者
契
約
の
申







 


五 


に
よ
り
無
効
と
さ
れ
る
消
費
者
契
約
の
条
項
を
含
む
消
費
者
契
約
の
申
込
み


又
は
そ
の
承
諾
の
意
思
表
示
を
現
に
行
い
又
は
行
う
お
そ
れ
が
あ
る
と
き


は
、
そ
の
事
業
者
又
は
そ
の
代
理
人
に
対
し
、
当
該
行
為
の
停
止
若
し
く
は


予
防
又
は
当
該
行
為
に
供
し
た
物
の
廃
棄
若
し
く
は
除
去
そ
の
他
の
当
該
行


為
の
停
止
若
し
く
は
予
防
に
必
要
な
措
置
を
と
る
こ
と
を
請
求
す
る
こ
と
が


で
き
る
。
た
だ
し
、
民
法
及
び
商
法
以
外
の
他
の
法
律
の
規
定
に
よ
れ
ば
当


該
消
費
者
契
約
の
条
項
が
無
効
と
さ
れ
な
い
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。


４ 


適
格
消
費
者
団
体
は
、
事
業
者
の
代
理
人
が
、
消
費
者
契
約
を
締
結
す
る


に
際
し
、
消
費
者
と
の
間
で
第
八
条
か
ら
第
十
条
ま
で
に
規
定
す
る
消
費
者


契
約
の
条
項
若
し
く
は
民
法
第
九
十
条
の
規
定
に
よ
り
無
効
と
さ
れ
る
消
費


者
契
約
の
条
項
を
含
む
消
費
者
契
約
の
申
込
み
又
は
そ
の
承
諾
の
意
思
表
示


を
現
に
行
い
又
は
行
う
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
代
理
人
を
自
己
の
代


理
人
と
す
る
事
業
者
又
は
他
の
代
理
人
に
対
し
、
当
該
代
理
人
に
対
す
る
是


正
の
指
示
又
は
教
唆
の
停
止
そ
の
他
の
当
該
行
為
の
停
止
又
は
予
防
に
必
要


な
措
置
を
と
る
こ
と
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、


前
項
た
だ
し
書
の
規
定
を
準
用
す
る
。 


５ 


適
格
消
費
者
団
体
は
、
事
業
者
又
は
そ
の
代
理
人
が
、
消
費
者
契
約
を
締


結
す
る
に
際
し
、
消
費
者
と
の
間
で
第
八
条
か
ら
第
十
条
ま
で
に
規
定
す
る


消
費
者
契
約
の
条
項
若
し
く
は
民
法
第
九
十
条
の
規
定
に
よ
り
無
効
と
さ
れ


る
消
費
者
契
約
の
条
項
を
含
む
消
費
者
契
約
の
申
込
み
又
は
そ
の
承
諾
の
意


思
表
示
を
行
う
こ
と
を
推
薦
し
又
は
提
案
す
る
行
為
を
現
に
行
い
又
は
行
う


込
み
又
は
そ
の
承
諾
の
意
思
表
示
を
現
に
行
い
又
は
行
う
お
そ
れ
が
あ
る
と


き
は
、
そ
の
事
業
者
又
は
そ
の
代
理
人
に
対
し
、
当
該
行
為
の
停
止
若
し
く


は
予
防
又
は
当
該
行
為
に
供
し
た
物
の
廃
棄
若
し
く
は
除
去
そ
の
他
の
当
該


行
為
の
停
止
若
し
く
は
予
防
に
必
要
な
措
置
を
と
る
こ
と
を
請
求
す
る
こ
と


が
で
き
る
。
た
だ
し
、
民
法
及
び
商
法
以
外
の
他
の
法
律
の
規
定
に
よ
れ
ば


当
該
消
費
者
契
約
の
条
項
が
無
効
と
さ
れ
な
い
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 


 


４ 


適
格
消
費
者
団
体
は
、
事
業
者
の
代
理
人
が
、
消
費
者
契
約
を
締
結
す
る


に
際
し
、
不
特
定
か
つ
多
数
の
消
費
者
と
の
間
で
第
八
条
か
ら
第
十
条
ま
で


に
規
定
す
る
消
費
者
契
約
の
条
項
を
含
む
消
費
者
契
約
の
申
込
み
又
は
そ
の


承
諾
の
意
思
表
示
を
現
に
行
い
又
は
行
う
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
代


理
人
を
自
己
の
代
理
人
と
す
る
事
業
者
又
は
他
の
代
理
人
に
対
し
、
当
該
代


理
人
に
対
す
る
是
正
の
指
示
又
は
教
唆
の
停
止
そ
の
他
の
当
該
行
為
の
停
止


又
は
予
防
に
必
要
な
措
置
を
と
る
こ
と
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の


場
合
に
お
い
て
は
、
前
項
た
だ
し
書
の
規
定
を
準
用
す
る
。 


 


〔
新
設
〕 


    







  


六 


お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
事
業
者
又
は
そ
の
代
理
人
に
対
し
、
当
該
行


為
の
停
止
若
し
く
は
予
防
又
は
当
該
行
為
に
供
し
た
物
の
廃
棄
若
し
く
は
除


去
そ
の
他
の
当
該
行
為
の
停
止
若
し
く
は
予
防
に
必
要
な
措
置
を
と
る
こ
と


を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
第
三
項
た
だ
し
書


の
規
定
を
準
用
す
る
。 


 


〔
削
除
〕 


  


〔
削
除
〕 


  


〔
削
除
〕 


  
 


 


第
四
章 


雑
則 


（
適
用
除
外
） 


第
十
三
条 


こ
の
法
律
の
規
定
は
、
労
働
契
約
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。


  


〔
削
除
〕 


      


（
差
止
請
求
の
制
限
） 


第
十
二
条
の
二 


〔
略
〕 


  
 


 
 


第
二
節 


適
格
消
費
者
団
体 


第
十
三
条
～
第
四
十
条 


〔
略
〕 


  
 


 
 


第
三
節 


訴
訟
手
続
等
の
特
例 


第
四
十
一
条
～
第
四
十
七
条 


〔
略
〕 


  
 


 


第
四
章 


雑
則 


（
適
用
除
外
） 


第
四
十
八
条 


こ
の
法
律
の
規
定
は
、
労
働
契
約
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。 


  
 


 
第
五
章 


罰
則 


第
四
十
九
条
～
第
五
十
三
条 


〔
略
〕 


 
 







 


七 


○
消
費
者
契
約
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
年
法
律
第
二
十
九
号
）
（
附
則
第
十
条
関
係
） 


改 


正 


案 


現 
 


 


行 


〔
削
除
〕 


                  


第
二
条 


消
費
者
契
約
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 


 
 


第
十
二
条
の
二
第
一
項
中
「
又
は
不
当
景
品
類
及
び
不
当
表
示
防
止
法
（
昭


和
三
十
七
年
法
律
第
百
三
十
四
号
）
第
十
一
条
の
二
」
を
「
、
不
当
景
品
類


及
び
不
当
表
示
防
止
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
三
十
四
号
）
第
十
一
条


の
二
又
は
特
定
商
取
引
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
一
年
法
律
第
五
十
七
号
）


第
五
十
八
条
の
四
か
ら
第
五
十
八
条
の
九
ま
で
」
に
改
め
る
。 


 
 


第
十
五
条
第
二
項
中
「
公
正
取
引
委
員
会
」
の
下
に
「
及
び
経
済
産
業
大


臣
」
を
加
え
る
。 


 
 


第
二
十
三
条
第
五
項
中
「
内
閣
総
理
大
臣
及
び
公
正
取
引
委
員
会
」
を
「
内


閣
総
理
大
臣
、
公
正
取
引
委
員
会
及
び
経
済
産
業
大
臣
」
に
、
「
適
格
消
費
者


団
体
及
び
公
正
取
引
委
員
会
」
を
「
適
格
消
費
者
団
体
並
び
に
公
正
取
引
委


員
会
及
び
経
済
産
業
大
臣
」
に
改
め
る
。 


 
 


第
三
十
八
条
第
一
号
中
「
公
正
取
引
委
員
会
」
の
下
に
「
又
は
経
済
産
業


大
臣
」
を
加
え
る
。 


 
 


第
四
十
三
条
第
二
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 


 
 


三 


特
定
商
取
引
に
関
す
る
法
律
第
五
十
八
条
の
四
か
ら
第
五
十
八
条
の


九
ま
で 


こ
れ
ら
の
規
定
に
規
定
す
る
当
該
差
止
請
求
に
係
る
相
手
方


で
あ
る
販
売
業
者
、
役
務
提
供
事
業
者
、
統
括
者
、
勧
誘
者
、
一
般
連


鎖
販
売
業
者
、
関
連
商
品
の
販
売
を
行
う
者
又
は
業
務
提
供
誘
引
販
売







  


八 


    


（
不
当
景
品
類
及
び
不
当
表
示
防
止
法
の
一
部
改
正
） 


第
二
条 


〔
略
〕 


  


（
特
定
商
取
引
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
） 


第
三
条 


特
定
商
取
引
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
一
年
法
律
第
五
十
七
号
）


の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 


  
 


第
五
章
の
次
に
次
の
一
章
を
加
え
る
。 


 
 


 
 


第
五
章
の
二 


差
止
請
求
権 


 
 


（
訪
問
販
売
に
係
る
差
止
請
求
権
） 


 


第
五
十
八
条
の
四 


消
費
者
団
体
訴
訟
法
（
平
成
二
十
一
年
法
律
第 


 
 


号
）
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
適
格
消
費
者
団
体
（
以
下
こ
の
章
に
お


い
て
単
に
「
適
格
消
費
者
団
体
」
と
い
う
。
）
は
、
販
売
業
者
又
は
役
務
提


供
事
業
者
が
、
訪
問
販
売
に
関
し
、
不
特
定
か
つ
多
数
の
者
に
対
し
て
次


に
掲
げ
る
行
為
を
現
に
行
い
又
は
行
う
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
販


売
業
者
又
は
役
務
提
供
事
業
者
に
対
し
、
当
該
行
為
の
停
止
若
し
く
は
予


防
又
は
当
該
行
為
に
供
し
た
物
の
廃
棄
若
し
く
は
除
去
そ
の
他
の
当
該
行


為
の
停
止
若
し
く
は
予
防
に
必
要
な
措
置
を
と
る
こ
と
を
請
求
す
る
こ
と


業
を
行
う
者
（
同
法
第
五
十
八
条
の
七
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
差
止
請


求
に
係
る
訴
え
に
あ
っ
て
は
、
勧
誘
者
）
の
行
為 


  


（
不
当
景
品
類
及
び
不
当
表
示
防
止
法
の
一
部
改
正
） 


第
三
条 


〔
同
上
〕 


  


（
特
定
商
取
引
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
） 


第
四
条 


特
定
商
取
引
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
一
年
法
律
第
五
十
七
号
）


の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 


  
 


第
五
章
の
次
に
次
の
一
章
を
加
え
る
。 


 
 


 
 


第
五
章
の
二 


差
止
請
求
権 


 
 


（
訪
問
販
売
に
係
る
差
止
請
求
権
） 


 


第
五
十
八
条
の
四 


消
費
者
契
約
法
（
平
成
十
二
年
法
律
第
六
十
一
号
）
第


二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
適
格
消
費
者
団
体
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
単


に
「
適
格
消
費
者
団
体
」
と
い
う
。
）
は
、
販
売
業
者
又
は
役
務
提
供
事
業


者
が
、
訪
問
販
売
に
関
し
、
不
特
定
か
つ
多
数
の
者
に
対
し
て
次
に
掲
げ


る
行
為
を
現
に
行
い
又
は
行
う
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
販
売
業
者


又
は
役
務
提
供
事
業
者
に
対
し
、
当
該
行
為
の
停
止
若
し
く
は
予
防
又
は


当
該
行
為
に
供
し
た
物
の
廃
棄
若
し
く
は
除
去
そ
の
他
の
当
該
行
為
の
停


止
若
し
く
は
予
防
に
必
要
な
措
置
を
と
る
こ
と
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き







 


九 


が
で
き
る
。 


 
 


一
～
三 


〔
略
〕 


 


２ 


〔
略
〕 


 


第
五
十
八
条
の
五
～
第
五
十
八
条
の
十 


〔
略
〕 


  
 


 


附 


則 


 


（
施
行
期
日
） 


１ 


こ
の
法
律
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第


三
条
の
規
定
は
、
特
定
商
取
引
に
関
す
る
法
律
及
び
割
賦
販
売
法
の
一
部
を


改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
年
法
律
第
七
十
四
号
）
の
施
行
の
日
か
ら
施
行


す
る
。 


  


〔
削
除
〕 


     


２ 


第
一
条
の
規
定
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て


は
、
同
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
消
費
者
契
約
法
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、


る
。 


 
 


一
～
三 


〔
同
上
〕 


 


２ 


〔
同
上
〕 


 


第
五
十
八
条
の
五
～
第
五
十
八
条
の
十 


〔
同
上
〕 


  
 


 


附 


則 


 


（
施
行
期
日
） 


１ 


こ
の
法
律
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第


二
条
及
び
第
四
条
の
規
定
は
、
特
定
商
取
引
に
関
す
る
法
律
及
び
割
賦
販
売


法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
年
法
律
第
七
十
四
号
）
の
施
行
の


日
か
ら
施
行
す
る
。 


  


（
経
過
措
置
） 


２ 


第
一
条
又
は
第
二
条
の
規
定
の
施
行
前
に
さ
れ
た
消
費
者
契
約
法
第
十
三


条
第
一
項
の
認
定
の
申
請
並
び
に
同
法
第
十
九
条
第
三
項
及
び
第
二
十
条
第


三
項
の
認
可
の
申
請
に
係
る
認
定
及
び
認
可
に
関
す
る
手
続
に
つ
い
て
は
、


そ
れ
ぞ
れ
第
一
条
又
は
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
同
法
の
規
定
に
か


か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 


 


３ 


第
一
条
又
は
第
二
条
の
規
定
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適


用
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
第
一
条
又
は
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の







  


一


な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 


 


消
費
者
契
約
法
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 
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一


 
 
 


消
費
者
団
体
訴
訟
法
案 


目
次 


 


第
一
章 
総
則
（
第
一
条
・
第
二
条
） 


 


第
二
章 


適
格
消
費
者
団
体 


 
 


第
一
節 


適
格
消
費
者
団
体
の
登
録
等
（
第
三
条
―
第
十
二
条
） 


 
 


第
二
節 


差
止
請
求
関
係
業
務
（
第
十
三
条
―
第
十
九
条
） 


 
 


第
三
節 


損
害
賠
償
等
団
体
訴
訟
関
係
業
務
（
第
二
十
条
―
第
二
十
四
条
） 


 
 


第
四
節 


経
理
（
第
二
十
五
条
―
第
二
十
八
条
） 


 
 


第
五
節 


監
督
（
第
二
十
九
条
―
第
三
十
一
条
） 


 
 


第
六
節 


補
則
（
第
三
十
二
条
―
第
三
十
七
条
） 


 


第
三
章 


差
止
請
求
に
係
る
訴
訟
手
続
等
の
特
例
（
第
三
十
八
条
―
第
四
十
一
条
） 


 


第
四
章 


損
害
賠
償
等
団
体
訴
訟
に
係
る
訴
訟
手
続
の
特
例
等 


 
 


第
一
節 


損
害
賠
償
等
団
体
訴
訟
に
係
る
訴
訟
手
続
の
特
例
（
第
四
十
二
条
―
第
五
十
五
条
） 







 


二


 
 


第
二
節 


損
害
賠
償
等
団
体
訴
訟
に
係
る
仮
差
押
命
令
に
関
す
る
手
続
の
特
例
（
第
五
十
六
条
―
第
五
十
八
条
） 


 
 


第
三
節 


配
当
手
続 


 
 
 


第
一
款 


通
則
（
第
五
十
九
条
―
第
六
十
五
条
） 


 
 
 


第
二
款 
配
当
（
第
六
十
六
条
―
第
七
十
三
条
） 


 


第
五
章 


罰
則
（
第
七
十
四
条
―
第
八
十
一
条
） 


 


附
則 


 
 
 


第
一
章 


総
則 


 


（
目
的
） 


第
一
条 


こ
の
法
律
は
、
消
費
者
の
被
害
の
発
生
又
は
拡
大
を
防
止
す
る
こ
と
及
び
消
費
者
に
被
害
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い


て
適
切
か
つ
迅
速
な
救
済
を
行
う
こ
と
の
重
要
性
に
か
ん
が
み
、
適
格
消
費
者
団
体
に
よ
る
差
止
請
求
及
び
損
害
賠
償
等
団


体
訴
訟
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
消
費
者
の
権
利
利
益
の
擁
護
を
図
り
、
も
っ
て
国
民
生
活
の
安
定
向


上
と
国
民
経
済
の
健
全
な
発
展
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 


（
定
義
） 







 
 


三


第
二
条 


こ
の
法
律
に
お
い
て
「
差
止
請
求
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。 


一 
消
費
者
契
約
法
（
平
成
十
二
年
法
律
第
六
十
一
号
）
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
請
求 


二 


不
当
景
品
類
及
び
不
当
表
示
防
止
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
三
十
四
号
）
第
十
一
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
請
求 


 


三 


特
定
商
取
引
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
一
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
五
十
八
条
の
四
か
ら
第
五
十
八
条
の
九
ま
で
の


規
定
に
よ
る
請
求 


２ 


こ
の
法
律
に
お
い
て
「
損
害
賠
償
等
団
体
訴
訟
」
と
は
、
共
同
の
利
益
を
有
す
る
多
数
の
消
費
者
（
個
人
（
事
業
と
し
て


若
し
く
は
事
業
の
た
め
に
し
た
行
為
又
は
労
働
関
係
に
関
す
る
事
項
に
起
因
し
て
受
け
た
不
利
益
が
訴
え
に
係
る
請
求
の
原


因
と
な
っ
た
場
合
に
お
け
る
も
の
を
除
く
。
）
を
い
う
。
第
四
章
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
た
め
に
事
業
者
（
法
人
そ
の
他
の


団
体
及
び
事
業
と
し
て
又
は
事
業
の
た
め
に
し
た
行
為
が
訴
え
に
係
る
請
求
の
原
因
と
な
っ
た
場
合
に
お
け
る
個
人
を
い


う
。
）
又
は
そ
の
事
業
の
利
益
の
た
め
に
す
る
行
為
を
行
っ
た
役
員
に
対
し
損
害
賠
償
請
求
権
そ
の
他
の
金
銭
債
権
に
係
る


給
付
を
求
め
る
訴
え
で
あ
っ
て
、
当
該
消
費
者
の
意
思
に
基
づ
く
こ
と
な
く
提
起
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。 


３ 


こ
の
法
律
に
お
い
て
「
適
格
消
費
者
団
体
」
と
は
、
次
条
の
登
録
を
受
け
た
消
費
者
団
体
（
消
費
者
基
本
法
（
昭
和
四
十


三
年
法
律
第
七
十
八
号
）
第
八
条
の
消
費
者
団
体
を
い
う
。
）
を
い
う
。 







 


四


第
二
章 


適
格
消
費
者
団
体 


 


第
一
節 


適
格
消
費
者
団
体
の
登
録
等 


（
適
格
消
費
者
団
体
の
登
録
） 


第
三
条 


次
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
業
務
を
行
お
う
と
す
る
者
は
、
消
費
者
権
利
官
の
登
録
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 


 


一 


差
止
請
求
を
す
る
権
利
（
以
下
「
差
止
請
求
権
」
と
い
う
。
）
を
消
費
者
の
利
益
の
た
め
に
行
使
す
る
業
務
並
び
に
当


該
業
務
の
遂
行
に
必
要
な
消
費
者
の
被
害
に
関
す
る
情
報
の
収
集
並
び
に
消
費
者
の
被
害
の
防
止
及
び
救
済
に
資
す
る
差


止
請
求
権
の
行
使
の
結
果
に
関
す
る
情
報
の
提
供
に
係
る
業
務
（
以
下
「
差
止
請
求
関
係
業
務
」
と
い
う
。
） 


 


二 


損
害
賠
償
等
団
体
訴
訟
の
追
行
（
損
害
賠
償
等
団
体
訴
訟
に
係
る
強
制
執
行
、
仮
差
押
え
及
び
仮
処
分
に
関
す
る
訴
訟


行
為
を
す
る
こ
と
並
び
に
損
害
賠
償
等
団
体
訴
訟
に
係
る
判
決
（
確
定
判
決
と
同
一
の
効
力
を
有
す
る
も
の
及
び
仮
差
押


命
令
又
は
仮
処
分
命
令
の
申
立
て
に
つ
い
て
の
決
定
を
含
む
。
）
に
基
づ
い
て
弁
済
を
受
領
す
る
こ
と
を
含
む
。
以
下
同


じ
。
）
を
す
る
業
務
、
弁
済
と
し
て
受
領
し
た
財
産
（
当
該
財
産
か
ら
生
ず
る
法
定
果
実
を
含
む
。
第
二
十
六
条
第
二
号
、


第
六
十
三
条
第
一
項
及
び
第
六
十
七
条
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
配
当
す
る
業
務
及
び
こ
れ
ら
の
業
務
の
遂
行
に
必


要
な
消
費
者
の
被
害
に
関
す
る
情
報
を
収
集
す
る
業
務
（
以
下
「
損
害
賠
償
等
団
体
訴
訟
関
係
業
務
」
と
い
う
。
） 







 
 


五


 
（
登
録
の
申
請
） 


第
四
条 


前
条
の
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
登
録
申
請
書
を
消
費
者
権
利
官
に
提
出
し


な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 


 


一 


名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名 


 


二 


前
条
各
号
に
掲
げ
る
業
務
（
以
下
「
消
費
者
団
体
訴
訟
業
務
」
と
い
う
。
）
を
行
お
う
と
す
る
事
務
所
の
所
在
地 


 


三 


前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
消
費
者
権
利
院
規
則
で
定
め
る
事
項 


２ 


前
項
の
登
録
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 


 


一 


定
款 


 


二 


業
務
規
程 


 


三 


役
員
及
び
職
員
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
書
類 


 
 


イ 


氏
名
、
役
職
及
び
職
業
を
記
載
し
た
書
類 


 
 


ロ 


住
所
そ
の
他
消
費
者
権
利
院
規
則
で
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類 


 


四 


最
近
の
事
業
年
度
に
お
け
る
財
産
目
録
、
貸
借
対
照
表
及
び
収
支
計
算
書 







 


六


 
五 


そ
の
他
消
費
者
権
利
院
規
則
で
定
め
る
書
類 


３ 
前
項
第
二
号
の
業
務
規
程
に
は
、
消
費
者
団
体
訴
訟
業
務
の
実
施
の
方
法
、
消
費
者
団
体
訴
訟
業
務
に
関
し
て
知
り
得
た


情
報
の
管
理
及
び
秘
密
の
保
持
の
方
法
そ
の
他
の
消
費
者
権
利
院
規
則
で
定
め
る
事
項
が
定
め
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な


い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
号
の
業
務
規
程
に
定
め
る
消
費
者
団
体
訴
訟
業
務
の
実
施
の
方
法
に
は
、
役
員
又
は
職
員
が


差
止
請
求
又
は
損
害
賠
償
等
団
体
訴
訟
に
係
る
相
手
方
と
特
別
の
利
害
関
係
を
有
す
る
場
合
の
措
置
そ
の
他
業
務
の
公
正
な


実
施
の
確
保
に
関
す
る
措
置
が
含
ま
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 


 


（
登
録
の
実
施
等
） 


第
五
条 


消
費
者
権
利
官
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
登
録
の
申
請
が
あ
っ
た
と
き
は
、
次
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
登
録
を
拒


否
す
る
場
合
を
除
き
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
適
格
消
費
者
団
体
登
録
簿
に
登
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 


 


一 


前
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項 


 


二 


登
録
年
月
日
及
び
登
録
番
号 


２ 


消
費
者
権
利
官
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
を
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
前
条
の
規
定
に
よ
る
登
録
の
申


請
を
し
た
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 







 
 


七


３ 


消
費
者
権
利
官
は
、
適
格
消
費
者
団
体
登
録
簿
を
公
衆
の
縦
覧
に
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 


４ 
適
格
消
費
者
団
体
は
、
消
費
者
権
利
院
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
適
格
消
費
者
団
体
で
あ
る
旨
を
、
消
費
者
団
体


訴
訟
業
務
を
行
う
事
務
所
に
お
い
て
見
や
す
い
よ
う
に
掲
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 


５ 


適
格
消
費
者
団
体
で
な
い
者
は
、
そ
の
名
称
中
に
適
格
消
費
者
団
体
で
あ
る
と
誤
認
さ
れ
る
お
そ
れ
の
あ
る
文
字
を
用
い
、


又
は
そ
の
業
務
に
関
し
、
適
格
消
費
者
団
体
で
あ
る
と
誤
認
さ
れ
る
お
そ
れ
の
あ
る
表
示
を
し
て
は
な
ら
な
い
。 


 


（
登
録
の
拒
否
） 


第
六
条 


消
費
者
権
利
官
は
、
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
登
録
の
申
請
を
し
た
者
が
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
又
は
登
録


申
請
書
若
し
く
は
そ
の
添
付
書
類
の
う
ち
に
虚
偽
の
記
載
が
あ
り
、
若
し
く
は
重
要
な
事
実
の
記
載
が
欠
け
て
い
る
と
き
は
、


そ
の
登
録
を
拒
否
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 


 


一 


法
人
で
な
い
者 


 


二 


営
利
を
目
的
と
す
る
法
人 


 


三 


消
費
生
活
に
関
す
る
情
報
の
収
集
及
び
提
供
並
び
に
消
費
者
の
被
害
の
防
止
及
び
救
済
の
た
め
の
活
動
そ
の
他
の
消
費


者
の
権
利
利
益
の
擁
護
を
図
る
た
め
の
活
動
を
行
う
こ
と
を
主
た
る
目
的
と
し
な
い
法
人 







 


八


 
四 


定
款
又
は
業
務
規
程
が
法
令
に
適
合
し
な
い
法
人 


 


五 
そ
の
業
務
を
行
う
役
員
の
構
成
が
次
の
イ
又
は
ロ
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
法
人
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
消
費
生
活


に
関
す
る
情
報
の
収
集
及
び
提
供
並
び
に
消
費
者
の
被
害
の
防
止
及
び
救
済
の
た
め
の
活
動
そ
の
他
の
消
費
者
の
権
利
利


益
の
擁
護
を
図
る
た
め
の
活
動
を
行
う
こ
と
を
主
た
る
目
的
と
す
る
法
人
は
、
次
の
イ
又
は
ロ
に
規
定
す
る
事
業
者
に
該


当
し
な
い
も
の
と
み
な
す
。 


 
 


イ 


そ
の
業
務
を
行
う
役
員
の
数
の
う
ち
に
占
め
る
特
定
の
事
業
者
（
当
該
事
業
者
と
の
間
に
発
行
済
株
式
の
総
数
の
二


分
の
一
以
上
の
株
式
の
数
を
保
有
す
る
関
係
そ
の
他
の
消
費
者
権
利
院
規
則
で
定
め
る
特
別
の
関
係
の
あ
る
者
を
含


む
。
）
の
関
係
者
（
当
該
事
業
者
及
び
そ
の
役
員
又
は
職
員
で
あ
る
者
そ
の
他
の
消
費
者
権
利
院
規
則
で
定
め
る
者
を


い
う
。
ロ
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
数
の
割
合
が
三
分
の
一
を
超
え
て
い
る
こ
と
。 


 
 


ロ 


そ
の
業
務
を
行
う
役
員
の
数
の
う
ち
に
占
め
る
同
一
の
業
種
（
消
費
者
権
利
院
規
則
で
定
め
る
事
業
の
区
分
を
い


う
。
）
に
属
す
る
事
業
を
行
う
事
業
者
の
関
係
者
の
数
の
割
合
が
二
分
の
一
を
超
え
て
い
る
こ
と
。 


 


六 


こ
の
法
律
そ
の
他
消
費
者
の
権
利
利
益
の
擁
護
に
関
す
る
法
律
で
消
費
者
権
利
院
規
則
で
定
め
る
も
の
若
し
く
は
こ
れ


ら
の
法
律
に
基
づ
く
命
令
の
規
定
又
は
こ
れ
ら
の
規
定
に
基
づ
く
処
分
に
違
反
し
て
罰
金
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
刑
の







 
 


九


執
行
を
終
わ
り
、
又
は
そ
の
刑
の
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
っ
た
日
か
ら
三
年
を
経
過
し
な
い
法
人 


 


七 
第
三
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
登
録
を
取
り
消
さ
れ
、
そ
の
取
消
し
の
日
か
ら
三
年
を
経
過
し
な
い
法
人 


 


八 


暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
七
号
）
第
二
条
第
六
号
に
規
定
す


る
暴
力
団
員
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
暴
力
団
員
」
と
い
う
。
）
又
は
暴
力
団
員
で
な
く
な
っ
た
日
か
ら
五
年
を
経
過


し
な
い
者
（
次
号
及
び
第
十
一
号
ホ
に
お
い
て
「
暴
力
団
員
等
」
と
い
う
。
）
が
そ
の
事
業
活
動
を
支
配
す
る
法
人 


 


九 


暴
力
団
員
等
を
そ
の
業
務
に
従
事
さ
せ
、
又
は
そ
の
業
務
の
補
助
者
と
し
て
使
用
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
法
人 


 


十 


政
治
団
体
（
政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
政
治
団
体
を
い


う
。
） 


 


十
一 


役
員
の
う
ち
に
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
の
あ
る
法
人 


 
 


イ 


成
年
被
後
見
人
又
は
被
保
佐
人 


 
 


ロ 


破
産
者
で
復
権
を
得
な
い
も
の 


 
 


ハ 


禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
又
は
こ
の
法
律
そ
の
他
消
費
者
の
権
利
利
益
の
擁
護
に
関
す
る
法
律
で
消
費
者
権
利


院
規
則
で
定
め
る
も
の
若
し
く
は
こ
れ
ら
の
法
律
に
基
づ
く
命
令
の
規
定
若
し
く
は
こ
れ
ら
の
規
定
に
基
づ
く
処
分
に







 


一
〇


違
反
し
て
罰
金
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
刑
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
そ
の
刑
の
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
っ
た


日
か
ら
三
年
を
経
過
し
な
い
者 


 
 


ニ 
適
格
消
費
者
団
体
が
第
三
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
登
録
を
取
り
消
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
取
消
し
の


日
前
六
月
以
内
に
当
該
適
格
消
費
者
団
体
の
役
員
で
あ
っ
た
者
で
そ
の
取
消
し
の
日
か
ら
三
年
を
経
過
し
な
い
も
の 


 
 


ホ 


暴
力
団
員
等 


 


十
二 


消
費
者
団
体
訴
訟
業
務
を
遂
行
す
る
た
め
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
消
費
者
権
利
院
規
則
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る


財
産
的
基
礎
又
は
人
的
構
成
を
有
し
な
い
法
人 


２ 


消
費
者
権
利
官
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
登
録
を
拒
否
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
文
書
に
よ
り
そ
の
理
由
を
付
し
て
通


知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 


 


（
登
録
に
関
す
る
意
見
聴
取
） 


第
七
条 


消
費
者
権
利
官
は
、
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
登
録
の
申
請
を
し
た
者
に
つ
い
て
前
条
第
一
項
第
八
号
、
第
九
号
又
は


第
十
一
号
ホ
に
該
当
す
る
疑
い
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
警
察
庁
長
官
の
意
見
を
聴
く
も
の
と
す
る
。 


 


（
登
録
の
更
新
） 







 
 


一
一


第
八
条 


第
三
条
の
登
録
は
、
五
年
ご
と
に
そ
の
更
新
を
受
け
な
け
れ
ば
、
そ
の
期
間
の
経
過
に
よ
っ
て
、
そ
の
効
力
を
失
う
。 


２ 
第
四
条
、
第
五
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
六
条
（
第
一
項
第
七
号
を
除
く
。
）
並
び
に
前
条
の
規
定
は
、
前
項
の
更
新


に
つ
い
て
準
用
す
る
。
た
だ
し
、
第
四
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
書
類
に
つ
い
て
は
、
既
に
消
費
者
権
利
官
に
提
出
さ
れ
て


い
る
当
該
書
類
の
内
容
に
変
更
が
な
い
と
き
は
、
そ
の
添
付
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 


３ 


第
一
項
の
更
新
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
同
項
の
期
間
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
登
録
の
有
効
期
間
」
と
い


う
。
）
の
満
了
の
日
ま
で
に
そ
の
申
請
に
対
す
る
処
分
が
さ
れ
な
い
と
き
は
、
従
前
の
登
録
は
、
登
録
の
有
効
期
間
の
満
了


後
も
そ
の
処
分
が
さ
れ
る
ま
で
の
間
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。 


４ 


前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
登
録
の
更
新
が
さ
れ
た
と
き
は
、
そ
の
登
録
の
有
効
期
間
は
、
従
前
の
登
録
の
有
効
期
間
の
満


了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
す
る
も
の
と
す
る
。 


 


（
変
更
の
届
出
） 


第
九
条 


適
格
消
費
者
団
体
は
、
第
四
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
日
か
ら
二
週
間
以
内


に
、
そ
の
旨
を
消
費
者
権
利
官
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 


２ 


適
格
消
費
者
団
体
は
、
第
四
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
書
類
に
記
載
し
た
事
項
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
日
か
ら







 


一
二


二
週
間
以
内
に
、
そ
の
旨
を
消
費
者
権
利
官
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
そ
の
変
更
が
消
費
者
権
利
院
規
則


で
定
め
る
軽
微
な
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 


３ 


消
費
者
権
利
官
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
受
理
し
た
と
き
は
、
届
出
が
あ
っ
た
事
項
を
適
格
消
費
者
団
体
登
録


簿
に
登
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 


 


（
承
継
） 


第
十
条 


適
格
消
費
者
団
体
が
そ
の
消
費
者
団
体
訴
訟
業
務
の
全
部
を
譲
渡
し
、
又
は
適
格
消
費
者
団
体
に
つ
い
て
合
併
が
あ


っ
た
と
き
は
、
そ
の
消
費
者
団
体
訴
訟
業
務
の
全
部
を
譲
り
受
け
た
法
人
又
は
合
併
後
存
続
す
る
法
人
（
適
格
消
費
者
団
体


で
あ
る
法
人
と
適
格
消
費
者
団
体
で
な
い
法
人
の
合
併
後
存
続
す
る
適
格
消
費
者
団
体
で
あ
る
法
人
を
除
く
。
以
下
こ
の
項


に
お
い
て
同
じ
。
）
若
し
く
は
合
併
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
法
人
は
、
当
該
適
格
消
費
者
団
体
の
地
位
を
承
継
す
る
。
た
だ
し
、


そ
の
消
費
者
団
体
訴
訟
業
務
の
全
部
を
譲
り
受
け
た
法
人
又
は
合
併
後
存
続
す
る
法
人
若
し
く
は
合
併
に
よ
り
設
立
さ
れ
た


法
人
が
第
六
条
第
一
項
第
二
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 


２ 


前
項
の
規
定
に
よ
り
適
格
消
費
者
団
体
の
地
位
を
承
継
し
た
者
は
、
そ
の
承
継
の
日
か
ら
三
十
日
以
内
に
、
そ
の
旨
及
び


第
四
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
消
費
者
権
利
官
に
届
け
出
る
と
と
も
に
、
同
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
提
出







 
 


一
三


し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 


３ 
前
条
第
三
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 


 


（
解
散
の
届
出
等
） 


第
十
一
条 


適
格
消
費
者
団
体
が
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
と
き
は
、
当
該
各
号
に


定
め
る
者
は
、
そ
の
日
か
ら
三
十
日
以
内
に
、
そ
の
旨
を
消
費
者
権
利
官
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 


 


一 


合
併
に
よ
り
消
滅
し
た
場
合 


法
人
の
代
表
者
で
あ
っ
た
者 


 


二 


破
産
手
続
開
始
の
決
定
に
よ
り
解
散
し
た
場
合 


破
産
管
財
人 


 


三 


合
併
及
び
破
産
手
続
開
始
の
決
定
以
外
の
理
由
に
よ
り
解
散
し
た
場
合 


清
算
人 


 


四 


消
費
者
団
体
訴
訟
業
務
を
廃
止
し
た
場
合 
法
人
の
代
表
者 


２ 


適
格
消
費
者
団
体
が
前
項
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
と
き
は
、
第
三
条
の
登
録
は
、


そ
の
効
力
を
失
う
。 


 


（
登
録
の
抹
消
） 


第
十
二
条 


消
費
者
権
利
官
は
、
第
八
条
第
一
項
若
し
く
は
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
登
録
が
そ
の
効
力
を
失
っ
た
と
き
又







 


一
四


は
第
三
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
登
録
を
取
り
消
し
た
と
き
は
、
当
該
登
録
を
抹
消
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 


 
 
 
 


第
二
節 


差
止
請
求
関
係
業
務 


（
差
止
請
求
権
の
行
使
に
関
す
る
注
意
義
務
） 


第
十
三
条 


適
格
消
費
者
団
体
は
、
当
該
適
格
消
費
者
団
体
又
は
第
三
者
の
不
正
な
利
益
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
差
止


請
求
権
を
行
使
し
て
は
な
ら
な
い
。 


２ 


適
格
消
費
者
団
体
は
、
事
案
の
性
質
に
応
じ
て
他
の
適
格
消
費
者
団
体
と
共
同
し
て
差
止
請
求
権
を
行
使
す
る
ほ
か
、
差


止
請
求
関
係
業
務
に
つ
い
て
相
互
に
連
携
を
図
り
な
が
ら
協
力
す
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 


 


（
報
告
等
） 


第
十
四
条 


適
格
消
費
者
団
体
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
消
費
者
権
利
院
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
遅
滞
な
く
、


そ
の
旨
及
び
そ
の
内
容
そ
の
他
消
費
者
権
利
院
規
則
で
定
め
る
事
項
を
消
費
者
権
利
官
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 


一 


第
三
十
八
条
第
一
項
（
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
差
止
請
求
を
し
た
と
き
。 


二 


前
号
に
掲
げ
る
場
合
の
ほ
か
、
裁
判
外
に
お
い
て
差
止
請
求
を
し
た
と
き
。 


三 


差
止
請
求
に
係
る
訴
え
の
提
起
（
和
解
の
申
立
て
、
調
停
の
申
立
て
又
は
仲
裁
合
意
を
含
む
。
）
又
は
差
止
請
求
に
係







 
 


一
五


る
仮
処
分
命
令
の
申
立
て
が
あ
っ
た
と
き
。 


四 
差
止
請
求
に
係
る
判
決
の
言
渡
し
（
調
停
の
成
立
、
調
停
に
代
わ
る
決
定
の
告
知
又
は
仲
裁
判
断
を
含
む
。
）
又
は
差


止
請
求
に
係
る
仮
処
分
命
令
の
申
立
て
に
つ
い
て
の
決
定
の
告
知
が
あ
っ
た
と
き
。 


五 


前
号
の
判
決
に
対
す
る
上
訴
の
提
起
（
調
停
に
代
わ
る
決
定
に
対
す
る
異
議
の
申
立
て
又
は
仲
裁
判
断
の
取
消
し
の
申


立
て
を
含
む
。
）
又
は
同
号
の
決
定
に
対
す
る
不
服
の
申
立
て
が
あ
っ
た
と
き
。 


六 


第
四
号
の
判
決
（
調
停
に
代
わ
る
決
定
又
は
仲
裁
判
断
を
含
む
。
）
又
は
同
号
の
決
定
が
確
定
し
た
と
き
。 


七 


差
止
請
求
に
係
る
裁
判
上
の
和
解
が
成
立
し
た
と
き
。 


八 


前
二
号
に
掲
げ
る
場
合
の
ほ
か
、
差
止
請
求
に
係
る
訴
訟
（
和
解
の
申
立
て
に
係
る
手
続
、
調
停
手
続
又
は
仲
裁
手
続


を
含
む
。
）
又
は
差
止
請
求
に
係
る
仮
処
分
命
令
に
関
す
る
手
続
が
終
了
し
た
と
き
。 


九 


差
止
請
求
に
係
る
裁
判
外
の
和
解
が
成
立
し
た
と
き
そ
の
他
差
止
請
求
に
関
す
る
相
手
方
と
の
間
の
協
議
が
調
っ
た
と


き
又
は
こ
れ
が
調
わ
な
か
っ
た
と
き
。 


十 


差
止
請
求
に
関
し
、
請
求
の
放
棄
、
和
解
、
上
訴
の
取
下
げ
そ
の
他
の
消
費
者
権
利
院
規
則
で
定
め
る
手
続
に
係
る
行


為
で
あ
っ
て
、
そ
れ
に
よ
り
確
定
判
決
等
（
確
定
判
決
及
び
こ
れ
と
同
一
の
効
力
を
有
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）







 


一
六


が
存
す
る
こ
と
と
な
る
も
の
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
。 


十
一 


そ
の
他
差
止
請
求
に
関
し
消
費
者
権
利
院
規
則
で
定
め
る
手
続
に
係
る
行
為
が
さ
れ
た
と
き
。 


２ 


消
費
者
権
利
官
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
受
け
た
と
き
は
、
す
べ
て
の
適
格
消
費
者
団
体
並
び
に
消
費
者
権
利
官
、


内
閣
総
理
大
臣
、
公
正
取
引
委
員
会
及
び
経
済
産
業
大
臣
が
電
磁
的
方
法
（
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他


の
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
利
用
し
て
同
一
の
情
報
を
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
る
状


態
に
置
く
措
置
そ
の
他
の
消
費
者
権
利
院
規
則
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
、
他
の
適
格
消
費
者
団
体
並
び
に
内
閣
総
理
大
臣
、


公
正
取
引
委
員
会
及
び
経
済
産
業
大
臣
に
当
該
報
告
の
日
時
及
び
概
要
そ
の
他
消
費
者
権
利
院
規
則
で
定
め
る
事
項
を
伝
達


す
る
も
の
と
す
る
。 


（
消
費
者
の
被
害
に
関
す
る
情
報
の
取
扱
い
） 


第
十
五
条 


適
格
消
費
者
団
体
は
、
差
止
請
求
権
の
行
使
（
差
止
請
求
権
の
不
存
在
又
は
差
止
請
求
権
に
係
る
債
務
の
不
存
在


の
確
認
の
請
求
に
係
る
訴
訟
を
含
む
。
第
十
九
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
関
し
、
消
費
者
か
ら
収
集
し
た
消
費
者
の
被
害
に


関
す
る
情
報
を
そ
の
相
手
方
そ
の
他
の
第
三
者
が
当
該
被
害
に
係
る
消
費
者
を
識
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
方
法
で
利
用
す
る


に
当
た
っ
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
消
費
者
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 







 
 


一
七


（
秘
密
保
持
義
務
） 


第
十
六
条 


適
格
消
費
者
団
体
の
役
員
若
し
く
は
職
員
又
は
こ
れ
ら
の
職
に
あ
っ
た
者
は
、
正
当
な
理
由
が
な
く
、
差
止
請
求


関
係
業
務
に
関
し
て
知
り
得
た
秘
密
を
漏
ら
し
て
は
な
ら
な
い
。 


（
氏
名
等
の
明
示
） 


第
十
七
条 


適
格
消
費
者
団
体
の
差
止
請
求
関
係
業
務
に
従
事
す
る
者
は
、
そ
の
差
止
請
求
関
係
業
務
を
行
う
に
当
た
り
、
相


手
方
の
請
求
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
適
格
消
費
者
団
体
の
名
称
、
自
己
の
氏
名
及
び
適
格
消
費
者
団
体
に
お
け
る
役
職
又


は
地
位
そ
の
他
消
費
者
権
利
院
規
則
で
定
め
る
事
項
を
、
そ
の
相
手
方
に
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 


（
判
決
等
に
関
す
る
情
報
の
提
供
） 


第
十
八
条 


適
格
消
費
者
団
体
は
、
消
費
者
の
被
害
の
防
止
及
び
救
済
に
資
す
る
た
め
、
消
費
者
に
対
し
、
そ
の
差
止
請
求
に


係
る
判
決
（
確
定
判
決
と
同
一
の
効
力
を
有
す
る
も
の
及
び
仮
処
分
命
令
の
申
立
て
に
つ
い
て
の
決
定
を
含
む
。
）
又
は
裁


判
外
の
和
解
の
内
容
そ
の
他
必
要
な
情
報
を
提
供
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 


（
財
産
上
の
利
益
の
受
領
の
禁
止
等
） 


第
十
九
条 


適
格
消
費
者
団
体
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
を
除
き
、
そ
の
差
止
請
求
に
係
る
相
手
方
か
ら
、
そ
の
差
止
請
求
権
の







 


一
八


行
使
に
関
し
、
寄
附
金
、
賛
助
金
そ
の
他
名
目
の
い
か
ん
を
問
わ
ず
、
金
銭
そ
の
他
の
財
産
上
の
利
益
を
受
け
て
は
な
ら
な


い
。 


一 


差
止
請
求
に
係
る
判
決
（
確
定
判
決
と
同
一
の
効
力
を
有
す
る
も
の
及
び
仮
処
分
命
令
の
申
立
て
に
つ
い
て
の
決
定
を


含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
民
事
訴
訟
法
（
平
成
八
年
法
律
第
百
九
号
）
第
七
十
三
条
第
一
項
の
決
定


に
よ
り
訴
訟
費
用
（
和
解
の
費
用
、
調
停
手
続
の
費
用
及
び
仲
裁
手
続
の
費
用
を
含
む
。
）
を
負
担
す
る
こ
と
と
さ
れ
た


相
手
方
か
ら
当
該
訴
訟
費
用
に
相
当
す
る
額
の
償
還
と
し
て
財
産
上
の
利
益
を
受
け
る
と
き
。 


二 


差
止
請
求
に
係
る
判
決
に
基
づ
い
て
民
事
執
行
法
（
昭
和
五
十
四
年
法
律
第
四
号
）
第
百
七
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に


よ
り
命
じ
ら
れ
た
金
銭
の
支
払
と
し
て
財
産
上
の
利
益
を
受
け
る
と
き
。 


三 


差
止
請
求
に
係
る
判
決
に
基
づ
く
強
制
執
行
の
執
行
費
用
に
相
当
す
る
額
の
償
還
と
し
て
財
産
上
の
利
益
を
受
け
る
と


き
。 


四 


差
止
請
求
に
係
る
相
手
方
の
債
務
の
履
行
を
確
保
す
る
た
め
に
約
定
さ
れ
た
違
約
金
の
支
払
と
し
て
財
産
上
の
利
益
を


受
け
る
と
き
。 


２ 


適
格
消
費
者
団
体
の
役
員
又
は
職
員
は
、
当
該
適
格
消
費
者
団
体
の
差
止
請
求
に
係
る
相
手
方
か
ら
、
そ
の
差
止
請
求
権







 
 


一
九


の
行
使
に
関
し
、
寄
附
金
、
賛
助
金
そ
の
他
名
目
の
い
か
ん
を
問
わ
ず
、
金
銭
そ
の
他
の
財
産
上
の
利
益
を
受
け
て
は
な
ら


な
い
。 


３ 


適
格
消
費
者
団
体
又
は
そ
の
役
員
若
し
く
は
職
員
は
、
当
該
適
格
消
費
者
団
体
の
差
止
請
求
に
係
る
相
手
方
か
ら
、
そ
の


差
止
請
求
権
の
行
使
に
関
し
、
寄
附
金
、
賛
助
金
そ
の
他
名
目
の
い
か
ん
を
問
わ
ず
、
金
銭
そ
の
他
の
財
産
上
の
利
益
を
第


三
者
に
受
け
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。 


４ 


前
三
項
に
規
定
す
る
差
止
請
求
に
係
る
相
手
方
か
ら
そ
の
差
止
請
求
権
の
行
使
に
関
し
て
受
け
又
は
受
け
さ
せ
て
は
な
ら


な
い
財
産
上
の
利
益
に
は
、
そ
の
相
手
方
が
そ
の
差
止
請
求
権
の
行
使
に
関
し
て
し
た
不
法
行
為
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
害
の


賠
償
と
し
て
受
け
又
は
受
け
さ
せ
る
財
産
上
の
利
益
は
含
ま
れ
な
い
。 


 
 
 
 


第
三
節 


損
害
賠
償
等
団
体
訴
訟
関
係
業
務 


 


（
損
害
賠
償
等
団
体
訴
訟
関
係
業
務
に
関
す
る
注
意
義
務
） 


第
二
十
条 


適
格
消
費
者
団
体
は
、
善
良
な
管
理
者
の
注
意
を
も
っ
て
、
損
害
賠
償
等
団
体
訴
訟
関
係
業
務
を
行
わ
な
け
れ
ば


な
ら
な
い
。 


２ 


第
十
三
条
の
規
定
は
、
損
害
賠
償
等
団
体
訴
訟
関
係
業
務
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 







 


二
〇


 
（
報
告
等
） 


第
二
十
一
条 


適
格
消
費
者
団
体
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
消
費
者
権
利
院
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
遅
滞
な
く
、


そ
の
旨
及
び
そ
の
内
容
そ
の
他
消
費
者
権
利
院
規
則
で
定
め
る
事
項
を
消
費
者
権
利
官
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 


 


一 


損
害
賠
償
等
団
体
訴
訟
を
提
起
し
、
又
は
損
害
賠
償
等
団
体
訴
訟
に
係
る
仮
差
押
命
令
若
し
く
は
仮
処
分
命
令
の
申
立


て
を
し
た
と
き
。 


 


二 


第
四
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
訴
訟
の
追
行
の
許
可
又
は
不
許
可
の
決
定
の
告
知
が
あ
っ
た
と
き
。 


 


三 


損
害
賠
償
等
団
体
訴
訟
に
係
る
判
決
の
言
渡
し
又
は
損
害
賠
償
等
団
体
訴
訟
に
係
る
仮
差
押
命
令
若
し
く
は
仮
処
分
命


令
の
申
立
て
に
つ
い
て
の
決
定
の
告
知
が
あ
っ
た
と
き
。 


 


四 


前
号
の
判
決
に
対
す
る
上
訴
の
提
起
又
は
第
二
号
若
し
く
は
前
号
の
決
定
に
対
す
る
不
服
の
申
立
て
が
あ
っ
た
と
き
。 


 


五 


第
三
号
の
判
決
又
は
第
二
号
若
し
く
は
第
三
号
の
決
定
が
確
定
し
た
と
き
。 


 


六 


損
害
賠
償
等
団
体
訴
訟
に
係
る
裁
判
上
の
和
解
が
成
立
し
た
と
き
。 


 


七 


前
二
号
に
掲
げ
る
場
合
の
ほ
か
、
損
害
賠
償
等
団
体
訴
訟
又
は
こ
れ
に
係
る
仮
差
押
命
令
若
し
く
は
仮
処
分
命
令
に
関


す
る
手
続
が
終
了
し
た
と
き
。 







 
 


二
一


 
八 


第
六
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
配
当
計
画
認
可
の
決
定
の
告
知
が
あ
っ
た
と
き
。 


 


九 
そ
の
他
損
害
賠
償
等
団
体
訴
訟
に
関
し
消
費
者
権
利
院
規
則
で
定
め
る
手
続
に
係
る
行
為
が
さ
れ
た
と
き
。 


２ 


消
費
者
権
利
官
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
受
け
た
と
き
は
、
す
べ
て
の
適
格
消
費
者
団
体
及
び
消
費
者
権
利
官
が


電
磁
的
方
法
を
利
用
し
て
同
一
の
情
報
を
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
る
状
態
に
置
く
措
置
そ
の
他
の
消
費
者
権
利
院
規
則
で
定


め
る
方
法
に
よ
り
、
他
の
適
格
消
費
者
団
体
に
当
該
報
告
の
日
時
及
び
概
要
そ
の
他
消
費
者
権
利
院
規
則
で
定
め
る
事
項
を


伝
達
す
る
も
の
と
す
る
。 


 


（
判
決
等
に
関
す
る
情
報
の
提
供
） 


第
二
十
二
条 


適
格
消
費
者
団
体
は
、
そ
の
損
害
賠
償
等
団
体
訴
訟
に
係
る
対
象
消
費
者
（
損
害
賠
償
等
団
体
訴
訟
に
係
る
訴


訟
の
目
的
で
あ
る
損
害
賠
償
請
求
権
そ
の
他
の
金
銭
債
権
を
有
す
る
消
費
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
対
し
、
損
害
賠
償


等
団
体
訴
訟
に
係
る
判
決
（
確
定
判
決
と
同
一
の
効
力
を
有
す
る
も
の
及
び
仮
差
押
命
令
又
は
仮
処
分
命
令
の
申
立
て
に
つ


い
て
の
決
定
を
含
む
。
）
及
び
第
六
十
九
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
配
当
計
画
の
内
容
そ
の
他
必
要
な
情
報
を
提
供
す


る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 


 


（
財
産
上
の
利
益
の
受
領
の
禁
止
等
） 







 


二
二


第
二
十
三
条 


適
格
消
費
者
団
体
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
を
除
き
、
そ
の
損
害
賠
償
等
団
体
訴
訟
に
係
る
相
手
方
か
ら
、
そ
の


損
害
賠
償
等
団
体
訴
訟
の
追
行
に
関
し
、
寄
附
金
、
賛
助
金
そ
の
他
名
目
の
い
か
ん
を
問
わ
ず
、
金
銭
そ
の
他
の
財
産
上
の


利
益
を
受
け
て
は
な
ら
な
い
。 


 


一 


損
害
賠
償
等
団
体
訴
訟
に
係
る
判
決
（
確
定
判
決
と
同
一
の
効
力
を
有
す
る
も
の
及
び
仮
差
押
命
令
又
は
仮
処
分
命
令


の
申
立
て
に
つ
い
て
の
決
定
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
基
づ
き
弁
済
と
し
て
財
産
上
の
利
益
を
受
け


る
と
き
。 


 


二 


損
害
賠
償
等
団
体
訴
訟
に
係
る
判
決
又
は
民
事
訴
訟
法
第
七
十
三
条
第
一
項
の
決
定
に
よ
り
訴
訟
費
用
（
和
解
の
費
用


を
含
む
。
）
を
負
担
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
相
手
方
か
ら
当
該
訴
訟
費
用
に
相
当
す
る
額
の
償
還
と
し
て
財
産
上
の
利
益
を


受
け
る
と
き
。 


 


三 


損
害
賠
償
等
団
体
訴
訟
に
係
る
判
決
に
基
づ
く
強
制
執
行
の
執
行
費
用
に
相
当
す
る
額
の
償
還
と
し
て
財
産
上
の
利
益


を
受
け
る
と
き
。 


２ 


適
格
消
費
者
団
体
の
役
員
又
は
職
員
は
、
当
該
適
格
消
費
者
団
体
の
提
起
し
た
損
害
賠
償
等
団
体
訴
訟
に
係
る
相
手
方
か


ら
、
そ
の
損
害
賠
償
等
団
体
訴
訟
の
追
行
に
関
し
、
寄
附
金
、
賛
助
金
そ
の
他
名
目
の
い
か
ん
を
問
わ
ず
、
金
銭
そ
の
他
の







 
 


二
三


財
産
上
の
利
益
を
受
け
て
は
な
ら
な
い
。 


３ 
適
格
消
費
者
団
体
又
は
そ
の
役
員
若
し
く
は
職
員
は
、
当
該
適
格
消
費
者
団
体
の
提
起
し
た
損
害
賠
償
等
団
体
訴
訟
に
係


る
相
手
方
か
ら
、
そ
の
損
害
賠
償
等
団
体
訴
訟
の
追
行
に
関
し
、
寄
附
金
、
賛
助
金
そ
の
他
名
目
の
い
か
ん
を
問
わ
ず
、
金


銭
そ
の
他
の
財
産
上
の
利
益
を
第
三
者
に
受
け
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
損
害
賠
償
等
団
体
訴
訟
に
係
る
対
象


消
費
者
に
対
し
、
当
該
損
害
賠
償
等
団
体
訴
訟
に
係
る
訴
訟
の
目
的
で
あ
る
請
求
に
係
る
金
銭
の
支
払
と
し
て
財
産
上
の
利


益
を
受
け
さ
せ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 


４ 


前
三
項
に
規
定
す
る
損
害
賠
償
等
団
体
訴
訟
に
係
る
相
手
方
か
ら
そ
の
損
害
賠
償
等
団
体
訴
訟
の
追
行
に
関
し
て
受
け
又


は
受
け
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
財
産
上
の
利
益
に
は
、
そ
の
相
手
方
が
そ
の
損
害
賠
償
等
団
体
訴
訟
に
関
し
て
し
た
不
法
行
為


に
よ
っ
て
生
じ
た
損
害
の
賠
償
と
し
て
受
け
又
は
受
け
さ
せ
る
財
産
上
の
利
益
は
含
ま
れ
な
い
。 


 


（
差
止
請
求
関
係
業
務
に
関
す
る
規
定
の
準
用
） 


第
二
十
四
条 


第
十
六
条
及
び
第
十
七
条
の
規
定
は
、
損
害
賠
償
等
団
体
訴
訟
関
係
業
務
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 


 
 
 
 


第
四
節 


経
理 


（
消
費
者
団
体
訴
訟
業
務
に
係
る
利
益
の
処
分
） 







 


二
四


第
二
十
五
条 


適
格
消
費
者
団
体
は
、
第
十
九
条
第
一
項
各
号
並
び
に
第
二
十
三
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
号
に
規
定
す
る


財
産
上
の
利
益
を
受
け
た
と
き
は
、
こ
れ
に
相
当
す
る
金
額
を
積
み
立
て
、
こ
れ
を
消
費
者
団
体
訴
訟
業
務
に
要
す
る
費
用


に
充
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 


２ 


適
格
消
費
者
団
体
は
、
そ
の
定
款
に
お
い
て
、
消
費
者
団
体
訴
訟
業
務
を
廃
止
し
、
又
は
第
三
条
の
登
録
の
失
効
（
消
費


者
団
体
訴
訟
業
務
の
廃
止
に
よ
る
も
の
を
除
く
。
）
若
し
く
は
取
消
し
に
よ
り
消
費
者
団
体
訴
訟
業
務
を
終
了
し
た
場
合
に


お
い
て
、
積
立
金
（
前
項
の
規
定
に
よ
り
積
み
立
て
ら
れ
た
金
額
を
い
う
。
）
に
残
余
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
残
余
に
相
当


す
る
金
額
を
、
他
の
適
格
消
費
者
団
体
が
あ
る
と
き
は
当
該
他
の
適
格
消
費
者
団
体
に
、
こ
れ
が
な
い
と
き
は
国
庫
に
帰
属


さ
せ
る
旨
を
定
め
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 


 


（
区
分
経
理
） 


第
二
十
六
条 


適
格
消
費
者
団
体
は
、
次
に
掲
げ
る
業
務
に
係
る
経
理
を
そ
れ
ぞ
れ
区
分
し
て
整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 


 


一 


消
費
者
団
体
訴
訟
業
務
（
次
号
に
掲
げ
る
業
務
を
除
く
。
） 


 


二 


損
害
賠
償
等
団
体
訴
訟
に
係
る
確
定
判
決
等
に
基
づ
い
て
弁
済
を
受
領
す
る
業
務
及
び
弁
済
と
し
て
受
領
し
た
財
産
を


配
当
す
る
業
務 







 
 


二
五


 
三 


消
費
者
の
権
利
利
益
の
擁
護
を
図
る
た
め
の
活
動
に
係
る
業
務
（
前
二
号
に
掲
げ
る
業
務
を
除
く
。
） 


 


四 
前
三
号
に
掲
げ
る
業
務
以
外
の
業
務 


 


（
帳
簿
書
類
の
作
成
及
び
保
存
） 


第
二
十
七
条 


適
格
消
費
者
団
体
は
、
消
費
者
権
利
院
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
業
務
及
び
経
理
に
関
す
る
帳
簿


書
類
を
作
成
し
、
こ
れ
を
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 


 


（
財
務
諸
表
等
の
作
成
、
備
置
き
、
閲
覧
等
及
び
提
出
等
） 


第
二
十
八
条 


適
格
消
費
者
団
体
は
、
毎
事
業
年
度
終
了
後
三
月
以
内
に
、
そ
の
事
業
年
度
の
財
産
目
録
、
貸
借
対
照
表
、
収


支
計
算
書
及
び
事
業
報
告
書
（
こ
れ
ら
の
作
成
に
代
え
て
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に


よ
っ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ


る
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
作
成
が
さ
れ
て
い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
電
磁
的
記
録
を
含
む
。
以


下
「
財
務
諸
表
等
」
と
い
う
。
）
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 


２ 


適
格
消
費
者
団
体
の
事
務
所
に
は
、
消
費
者
権
利
院
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
備
え
置
か
な


け
れ
ば
な
ら
な
い
。 







 


二
六


一 


定
款 


二 
業
務
規
程 


三 


役
職
員
名
簿
（
役
員
及
び
職
員
の
氏
名
、
役
職
及
び
職
業
そ
の
他
消
費
者
権
利
院
規
則
で
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た
名


簿
を
い
う
。
） 


四 


財
務
諸
表
等 


五 


収
入
の
明
細
そ
の
他
の
資
金
に
関
す
る
事
項
、
寄
附
金
に
関
す
る
事
項
そ
の
他
の
経
理
に
関
す
る
消
費
者
権
利
院
規
則


で
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類 


３ 


何
人
も
、
適
格
消
費
者
団
体
の
業
務
時
間
内
は
、
い
つ
で
も
、
次
に
掲
げ
る
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
第


二
号
又
は
第
四
号
に
掲
げ
る
請
求
を
す
る
に
は
、
当
該
適
格
消
費
者
団
体
の
定
め
た
費
用
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 


一 


前
項
各
号
に
掲
げ
る
書
類
が
書
面
を
も
っ
て
作
成
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
当
該
書
面
の
閲
覧
又
は
謄
写
の
請
求 


二 


前
号
の
書
面
の
謄
本
又
は
抄
本
の
交
付
の
請
求 


三 


前
項
各
号
に
掲
げ
る
書
類
が
電
磁
的
記
録
を
も
っ
て
作
成
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
当
該
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
た
事


項
を
消
費
者
権
利
院
規
則
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
表
示
し
た
も
の
の
閲
覧
又
は
謄
写
の
請
求 







 
 


二
七


四 


前
号
の
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
た
事
項
を
電
磁
的
方
法
で
あ
っ
て
消
費
者
権
利
院
規
則
で
定
め
る
も
の
に
よ
り
提
供


す
る
こ
と
の
請
求
又
は
当
該
事
項
を
記
載
し
た
書
面
の
交
付
の
請
求 


４ 


適
格
消
費
者
団
体
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
請
求
が
あ
っ
た
と
き
は
、
正
当
な
理
由
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
こ
れ
を
拒
む


こ
と
が
で
き
な
い
。 


５ 


適
格
消
費
者
団
体
は
、
毎
事
業
年
度
終
了
後
三
月
以
内
に
、
そ
の
事
業
年
度
の
第
二
項
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ


る
書
類
を
消
費
者
権
利
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 


 
 
 
 


第
五
節 


監
督 


（
報
告
及
び
立
入
検
査
） 


第
二
十
九
条 


消
費
者
権
利
官
は
、
こ
の
法
律
の
実
施
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
適
格
消
費
者
団
体
に
対
し
、
そ
の
業
務
若


し
く
は
経
理
の
状
況
に
関
し
報
告
を
さ
せ
、
又
は
そ
の
職
員
に
、
適
格
消
費
者
団
体
の
事
務
所
に
立
ち
入
り
、
業
務
の
状
況


若
し
く
は
帳
簿
、
書
類
そ
の
他
の
物
件
を
検
査
さ
せ
、
若
し
く
は
関
係
者
に
質
問
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。 


２ 


前
項
の
規
定
に
よ
り
職
員
が
立
ち
入
る
と
き
は
、
そ
の
身
分
を
示
す
証
明
書
を
携
帯
し
、
関
係
者
に
提
示
し
な
け
れ
ば
な


ら
な
い
。 







 


二
八


３ 


第
一
項
に
規
定
す
る
立
入
検
査
の
権
限
は
、
犯
罪
捜
査
の
た
め
に
認
め
ら
れ
た
も
の
と
解
し
て
は
な
ら
な
い
。 


（
改
善
命
令
） 


第
三
十
条 
消
費
者
権
利
官
は
、
適
格
消
費
者
団
体
が
第
六
条
第
一
項
第
四
号
、
第
五
号
若
し
く
は
第
八
号
か
ら
第
十
二
号
ま


で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
と
認
め
る
と
き
又
は
適
格
消
費
者
団
体
若
し
く
は
そ
の
役
員
若
し
く
は
職
員
が


消
費
者
団
体
訴
訟
業
務
の
遂
行
に
関
し
こ
の
法
律
の
規
定
若
し
く
は
業
務
規
程
に
違
反
し
た
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
適
格


消
費
者
団
体
に
対
し
、
人
的
体
制
の
改
善
、
違
反
の
停
止
、
業
務
規
程
の
変
更
そ
の
他
の
業
務
の
運
営
の
改
善
に
必
要
な
措


置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。 


 


（
登
録
の
取
消
し
等
） 


第
三
十
一
条 


消
費
者
権
利
官
は
、
適
格
消
費
者
団
体
に
つ
い
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
事
由
が
あ
る
と
き
は
、
第
三
条


の
登
録
を
取
り
消
し
、
又
は
六
月
以
内
の
期
間
を
定
め
て
消
費
者
団
体
訴
訟
業
務
の
全
部
若
し
く
は
一
部
の
停
止
を
命
ず
る


こ
と
が
で
き
る
。 


一 


偽
り
そ
の
他
不
正
の
手
段
に
よ
り
第
三
条
の
登
録
（
第
八
条
第
一
項
の
登
録
の
更
新
を
含
む
。
）
を
受
け
た
と
き
。 


二 


第
六
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
、
第
六
号
又
は
第
八
号
か
ら
第
十
一
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と







 
 


二
九


と
な
っ
た
と
き
。 


三 
前
条
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
と
き
。 


四 


当
該
適
格
消
費
者
団
体
又
は
そ
の
役
員
若
し
く
は
職
員
が
第
十
九
条
又
は
第
二
十
三
条
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。 


２ 


消
費
者
権
利
官
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
由
に
よ
り
第
三
条
の
登
録
を
取
り
消
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
文
書
に
よ


り
そ
の
理
由
を
付
し
て
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 


 
 
 
 


第
六
節 


補
則 


 


（
規
律
） 


第
三
十
二
条 


適
格
消
費
者
団
体
は
、
こ
れ
を
特
定
の
政
党
の
た
め
に
利
用
し
て
は
な
ら
な
い
。 


（
官
公
庁
等
へ
の
協
力
依
頼
） 


第
三
十
三
条 


消
費
者
権
利
官
は
、
こ
の
法
律
の
実
施
の
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
官
庁
、
公
共
団
体
そ
の
他
の


者
に
照
会
し
、
又
は
協
力
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 


（
消
費
者
権
利
官
へ
の
意
見
） 


第
三
十
四
条 


警
察
庁
長
官
は
、
適
格
消
費
者
団
体
に
つ
い
て
、
第
六
条
第
一
項
第
八
号
、
第
九
号
又
は
第
十
一
号
ホ
に
該
当







 


三
〇


す
る
事
由
が
あ
る
と
疑
う
に
足
り
る
相
当
な
理
由
が
あ
る
た
め
、
消
費
者
権
利
官
が
当
該
適
格
消
費
者
団
体
に
対
し
て
適
当


な
措
置
を
と
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
は
、
消
費
者
権
利
官
に
対
し
、
そ
の
旨
の
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で


き
る
。 


（
判
決
等
に
関
す
る
情
報
の
公
表
） 


第
三
十
五
条 


消
費
者
権
利
官
は
、
消
費
者
の
被
害
の
防
止
及
び
救
済
に
資
す
る
た
め
、
適
格
消
費
者
団
体
か
ら
第
十
四
条
第


一
項
第
四
号
か
ら
第
九
号
ま
で
及
び
第
十
一
号
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
受
け
た
と
き
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他


適
切
な
方
法
に
よ
り
、
速
や
か
に
、
差
止
請
求
に
係
る
判
決
（
確
定
判
決
と
同
一
の
効
力
を
有
す
る
も
の
及
び
仮
処
分
命
令


の
申
立
て
に
つ
い
て
の
決
定
を
含
む
。
）
又
は
裁
判
外
の
和
解
の
概
要
、
当
該
適
格
消
費
者
団
体
の
名
称
及
び
当
該
差
止
請


求
に
係
る
相
手
方
の
氏
名
又
は
名
称
そ
の
他
消
費
者
権
利
院
規
則
で
定
め
る
事
項
を
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。 


２ 


消
費
者
権
利
官
は
、
損
害
賠
償
等
団
体
訴
訟
に
係
る
対
象
消
費
者
の
被
害
の
救
済
に
資
す
る
た
め
、
適
格
消
費
者
団
体
か


ら
第
二
十
一
条
第
一
項
第
二
号
か
ら
第
九
号
ま
で
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
受
け
た
と
き
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の


他
適
切
な
方
法
に
よ
り
、
速
や
か
に
、
損
害
賠
償
等
団
体
訴
訟
に
係
る
訴
訟
の
追
行
の
許
可
の
決
定
、
判
決
（
確
定
判
決
と


同
一
の
効
力
を
有
す
る
も
の
及
び
仮
差
押
命
令
又
は
仮
処
分
命
令
の
申
立
て
に
つ
い
て
の
決
定
を
含
む
。
）
又
は
第
六
十
九







 
 


三
一


条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
配
当
計
画
の
概
要
、
当
該
適
格
消
費
者
団
体
の
名
称
及
び
当
該
損
害
賠
償
等
団
体
訴
訟
に
係


る
相
手
方
の
氏
名
又
は
名
称
そ
の
他
消
費
者
権
利
院
規
則
で
定
め
る
事
項
を
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。 


３ 


前
二
項
に
規
定
す
る
事
項
の
ほ
か
、
消
費
者
権
利
官
は
、
消
費
者
団
体
訴
訟
業
務
に
関
す
る
情
報
を
広
く
国
民
に
提
供
す


る
た
め
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
適
切
な
方
法
に
よ
り
、
適
格
消
費
者
団
体
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
消
費
者
団


体
訴
訟
業
務
を
行
う
事
務
所
の
所
在
地
そ
の
他
消
費
者
権
利
院
規
則
で
定
め
る
必
要
な
情
報
を
公
表
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 


（
資
金
の
確
保
及
び
情
報
の
提
供
） 


第
三
十
六
条 


国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
適
格
消
費
者
団
体
に
よ
る
消
費
者
団
体
訴
訟
業
務
の
実
施
に
必
要
な
資
金
の
確
保


に
努
め
る
も
の
と
す
る
。 


２ 


消
費
者
権
利
官
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
消
費
者
権
利
院
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
適
格
消
費
者
団
体
の
求
め
に


応
じ
、
当
該
適
格
消
費
者
団
体
が
差
止
請
求
権
を
行
使
し
、
又
は
損
害
賠
償
等
団
体
訴
訟
の
追
行
を
す
る
た
め
に
必
要
な
限


度
に
お
い
て
、
当
該
適
格
消
費
者
団
体
に
対
し
、
消
費
生
活
に
関
す
る
相
談
に
関
す
る
情
報
で
消
費
者
権
利
院
規
則
で
定
め


る
も
の
を
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 


３ 


前
項
の
規
定
に
よ
り
情
報
の
提
供
を
受
け
た
適
格
消
費
者
団
体
は
、
当
該
情
報
を
当
該
差
止
請
求
権
の
行
使
又
は
損
害
賠







 


三
二


償
等
団
体
訴
訟
の
追
行
の
用
に
供
す
る
目
的
以
外
の
目
的
の
た
め
に
利
用
し
、
又
は
提
供
し
て
は
な
ら
な
い
。 


 


（
強
制
執
行
等
の
制
限
） 


第
三
十
七
条 
損
害
賠
償
等
団
体
訴
訟
に
関
し
生
じ
た
債
権
に
基
づ
く
場
合
を
除
き
、
適
格
消
費
者
団
体
の
財
産
の
う
ち
第
二


十
六
条
第
二
号
の
業
務
に
係
る
も
の
と
し
て
区
分
さ
れ
た
経
理
に
属
す
る
財
産
に
対
し
て
は
、
強
制
執
行
、
仮
差
押
え
、
仮


処
分
若
し
く
は
担
保
権
の
実
行
若
し
く
は
競
売
（
担
保
権
の
実
行
と
し
て
の
も
の
を
除
く
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は


国
税
滞
納
処
分
（
そ
の
例
に
よ
る
処
分
を
含
む
。
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 


２ 


前
項
の
規
定
に
違
反
し
て
さ
れ
た
強
制
執
行
、
仮
差
押
え
、
仮
処
分
又
は
担
保
権
の
実
行
若
し
く
は
競
売
に
対
し
て
は
、


適
格
消
費
者
団
体
は
、
異
議
を
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
民
事
執
行
法
第
三
十
八
条
及
び
民
事


保
全
法
（
平
成
元
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
四
十
五
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。 


３ 


第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
さ
れ
た
国
税
滞
納
処
分
に
対
し
て
は
、
適
格
消
費
者
団
体
は
、
異
議
を
主
張
す
る
こ
と
が
で


き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
異
議
の
主
張
は
、
当
該
国
税
滞
納
処
分
に
つ
い
て
不
服
の
申
立
て
を
す
る
方
法
で
す


る
。 


 
 
 


第
三
章 


差
止
請
求
に
係
る
訴
訟
手
続
等
の
特
例 







 
 


三
三


（
書
面
に
よ
る
事
前
の
請
求
） 


第
三
十
八
条 


適
格
消
費
者
団
体
は
、
差
止
請
求
に
係
る
訴
え
を
提
起
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
訴
え
の
被
告
と
な
る
べ


き
者
に
対
し
、
あ
ら
か
じ
め
、
請
求
の
要
旨
及
び
紛
争
の
要
点
そ
の
他
の
消
費
者
権
利
院
規
則
で
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た


書
面
に
よ
り
差
止
請
求
を
し
、
か
つ
、
そ
の
到
達
し
た
時
か
ら
一
週
間
を
経
過
し
た
後
で
な
け
れ
ば
、
そ
の
訴
え
を
提
起
す


る
こ
と
が
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
被
告
と
な
る
べ
き
者
が
そ
の
差
止
請
求
を
拒
ん
だ
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 


２ 


前
項
の
請
求
は
、
そ
の
請
求
が
通
常
到
達
す
べ
き
で
あ
っ
た
時
に
、
到
達
し
た
も
の
と
み
な
す
。 


３ 


前
二
項
の
規
定
は
、
差
止
請
求
に
係
る
仮
処
分
命
令
の
申
立
て
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 


（
訴
訟
の
目
的
の
価
額
） 


第
三
十
九
条 


差
止
請
求
に
係
る
訴
え
は
、
訴
訟
の
目
的
の
価
額
の
算
定
に
つ
い
て
は
、
財
産
権
上
の
請
求
で
な
い
請
求
に
係


る
訴
え
と
み
な
す
。 


（
管
轄
） 


第
四
十
条 


差
止
請
求
に
係
る
訴
訟
に
つ
い
て
は
、
民
事
訴
訟
法
第
五
条
（
第
五
号
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
の
規
定
は
、
適


用
し
な
い
。 







 


三
四


２ 


次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
に
よ
る
差
止
請
求
に
係
る
訴
え
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
行
為
が
あ
っ
た
地
を
管
轄
す
る
裁
判


所
に
も
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 


一 


消
費
者
契
約
法
第
十
二
条 


同
条
に
規
定
す
る
事
業
者
等
の
行
為 


二 


不
当
景
品
類
及
び
不
当
表
示
防
止
法
第
十
一
条
の
二 


同
条
に
規
定
す
る
事
業
者
の
行
為 


三 


特
定
商
取
引
に
関
す
る
法
律
第
五
十
八
条
の
四
か
ら
第
五
十
八
条
の
九
ま
で 


こ
れ
ら
の
規
定
に
規
定
す
る
当
該
差
止


請
求
に
係
る
相
手
方
で
あ
る
販
売
業
者
、
役
務
提
供
事
業
者
、
統
括
者
、
勧
誘
者
、
一
般
連
鎖
販
売
業
者
、
関
連
商
品
の


販
売
を
行
う
者
又
は
業
務
提
供
誘
引
販
売
業
を
行
う
者
（
同
法
第
五
十
八
条
の
七
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
差
止
請
求
に
係


る
訴
え
に
あ
っ
て
は
、
勧
誘
者
）
の
行
為 


（
間
接
強
制
の
支
払
額
の
算
定
） 


第
四
十
一
条 


差
止
請
求
権
に
つ
い
て
民
事
執
行
法
第
百
七
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
強
制
執
行
を
行
う
場
合


に
お
い
て
、
同
項
又
は
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
債
務
者
が
債
権
者
に
支
払
う
べ
き
金
銭
の
額
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
は
、


執
行
裁
判
所
は
、
債
務
不
履
行
に
よ
り
消
費
者
が
受
け
る
べ
き
不
利
益
を
特
に
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 


 
 
 


第
四
章 


損
害
賠
償
等
団
体
訴
訟
に
係
る
訴
訟
手
続
の
特
例
等 







 
 


三
五


 
 
 
 


第
一
節 


損
害
賠
償
等
団
体
訴
訟
に
係
る
訴
訟
手
続
の
特
例 


 


（
損
害
賠
償
等
団
体
訴
訟
の
追
行
） 


第
四
十
二
条 
適
格
消
費
者
団
体
は
、
共
同
の
利
益
を
有
す
る
多
数
の
消
費
者
の
被
害
の
救
済
を
図
る
た
め
、
裁
判
所
の
許
可


を
得
て
、
自
己
の
名
を
も
っ
て
損
害
賠
償
等
団
体
訴
訟
の
追
行
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 


 


（
訴
訟
の
提
起
の
方
式
等
） 


第
四
十
三
条 


損
害
賠
償
等
団
体
訴
訟
の
提
起
は
、
訴
状
に
、
損
害
賠
償
等
団
体
訴
訟
で
あ
る
旨
及
び
当
該
損
害
賠
償
等
団
体


訴
訟
に
係
る
対
象
消
費
者
の
範
囲
を
記
載
し
て
す
る
。 


２ 


第
三
十
九
条
の
規
定
は
、
損
害
賠
償
等
団
体
訴
訟
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 


 


（
訴
訟
の
追
行
の
許
可
） 


第
四
十
四
条 


裁
判
所
は
、
適
格
消
費
者
団
体
が
損
害
賠
償
等
団
体
訴
訟
を
提
起
し
た
と
き
は
、
当
該
損
害
賠
償
等
団
体
訴
訟


の
追
行
に
つ
い
て
許
可
又
は
不
許
可
の
決
定
を
す
る
。 


２ 


裁
判
所
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
と
き
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
の
決
定
を
し
な
け
れ
ば
な


ら
な
い
。 







 


三
六


 
一 


当
該
損
害
賠
償
等
団
体
訴
訟
に
係
る
訴
訟
の
目
的
が
、
共
同
の
利
益
を
有
す
る
多
数
の
消
費
者
の
有
す
る
損
害
賠
償
請


求
権
そ
の
他
の
金
銭
債
権
で
あ
る
と
き
。 


 


二 


当
該
損
害
賠
償
等
団
体
訴
訟
の
追
行
が
、
当
該
損
害
賠
償
等
団
体
訴
訟
に
係
る
対
象
消
費
者
に
よ
る
訴
え
の
提
起
そ
の


他
の
方
法
に
比
し
て
、
当
該
対
象
消
費
者
の
権
利
の
実
現
上
有
利
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。 


 


三 


当
該
適
格
消
費
者
団
体
に
よ
れ
ば
、
適
切
に
当
該
損
害
賠
償
等
団
体
訴
訟
の
追
行
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
認
め
ら
れ


る
と
き
。 


３ 


裁
判
所
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
の
決
定
を
す
る
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
、
許
可
の
決
定
の
主
文


に
掲
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 


 


一 


対
象
消
費
者
の
範
囲 


 


二 


対
象
消
費
者
が
除
外
の
申
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
期
間 


４ 


裁
判
所
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
又
は
不
許
可
の
決
定
を
す
る
場
合
に
は
、
当
事
者
を
審
尋
し
な
け
れ
ば
な
ら
な


い
。 


５ 


裁
判
所
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
又
は
不
許
可
の
決
定
を
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
職
権
で
、
必
要
な
調
査
を
す
る
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七


こ
と
が
で
き
る
。 


６ 
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
又
は
不
許
可
の
決
定
に
対
し
て
は
、
即
時
抗
告
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 


７ 


第
一
項
の
規
定
に
よ
る
不
許
可
の
決
定
が
確
定
し
た
と
き
は
、
当
該
損
害
賠
償
等
団
体
訴
訟
は
、
当
然
に
終
了
す
る
。 


 


（
許
可
の
決
定
の
公
告
） 


第
四
十
五
条 


裁
判
所
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
の
決
定
が
確
定
し
た
と
き
は
、
直
ち
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を


公
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 


 


一 


許
可
の
決
定
の
主
文 


 


二 


許
可
の
決
定
に
係
る
適
格
消
費
者
団
体
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名 


 


三 


許
可
の
決
定
に
係
る
損
害
賠
償
等
団
体
訴
訟
の
被
告
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
そ
の
他
の
団
体
に
あ
っ


て
は
代
表
者
の
氏
名 


 


四 


許
可
の
決
定
に
係
る
損
害
賠
償
等
団
体
訴
訟
の
請
求
の
趣
旨
及
び
原
因
の
要
旨 


 


五 


対
象
消
費
者
は
次
条
第
一
項
の
除
外
の
申
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨 


 


六 


許
可
の
決
定
に
係
る
損
害
賠
償
等
団
体
訴
訟
に
つ
い
て
の
確
定
判
決
等
は
、
対
象
消
費
者
で
あ
っ
て
次
条
第
一
項
の
除







 


三
八


外
の
申
出
を
し
な
か
っ
た
も
の
に
対
し
て
そ
の
効
力
を
有
す
る
旨 


 


七 
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
最
高
裁
判
所
規
則
で
定
め
る
事
項 


２ 


前
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
は
、
官
報
又
は
時
事
に
関
す
る
事
項
を
掲
載
す
る
日
刊
新
聞
紙
に
掲
載
す
る
方
法
そ
の
他
不
特


定
多
数
の
者
が
公
告
す
べ
き
内
容
で
あ
る
情
報
を
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
状
態
に
置
く
措
置
と
し
て
最
高
裁
判
所
規
則
で


定
め
る
方
法
で
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 


 


（
除
外
の
申
出
） 


第
四
十
六
条 


対
象
消
費
者
は
、
第
四
十
四
条
第
三
項
第
二
号
の
期
間
（
次
項
に
お
い
て
「
除
外
申
出
期
間
」
と
い
う
。
）
内


に
、
裁
判
所
に
対
し
て
、
損
害
賠
償
等
団
体
訴
訟
か
ら
の
除
外
の
申
出
を
書
面
に
よ
り
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 


２ 


対
象
消
費
者
が
、
除
外
申
出
期
間
が
満
了
す
る
前
に
損
害
賠
償
等
団
体
訴
訟
に
係
る
訴
訟
の
目
的
で
あ
る
損
害
賠
償
請
求


権
そ
の
他
の
金
銭
債
権
に
つ
い
て
訴
え
を
提
起
し
た
と
き
（
除
外
申
出
期
間
が
満
了
す
る
前
に
当
該
訴
え
を
取
り
下
げ
た
場


合
を
除
く
。
）
は
、
除
外
申
出
期
間
が
満
了
す
る
日
に
、
前
項
の
除
外
の
申
出
を
し
た
も
の
と
み
な
す
。 


３ 


裁
判
所
は
、
第
一
項
の
除
外
の
申
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
事
者
に
そ
の
旨
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 


 


（
口
頭
弁
論
期
日
） 







 
 


三
九


第
四
十
七
条 


損
害
賠
償
等
団
体
訴
訟
の
口
頭
弁
論
は
、
第
四
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
が
あ
っ
た
日
か
ら
二
週
間


を
経
過
し
た
後
で
な
け
れ
ば
開
始
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 


 


（
対
象
消
費
者
の
範
囲
の
変
更
） 


第
四
十
八
条 


裁
判
所
は
、
相
当
と
認
め
る
と
き
は
、
申
立
て
に
よ
り
又
は
職
権
で
、
決
定
に
よ
り
、
対
象
消
費
者
の
範
囲
を


変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
控
訴
審
に
お
い
て
は
、
相
手
方
の
同
意
が
あ
る
場
合
に
限
る
。 


２ 


第
四
十
四
条
第
三
項
か
ら
第
六
項
ま
で
、
第
四
十
五
条
及
び
第
四
十
六
条
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
決
定


に
つ
い
て
準
用
す
る
。 


 


（
訴
訟
の
追
行
の
許
可
の
取
消
し
） 


第
四
十
九
条 


裁
判
所
は
、
損
害
賠
償
等
団
体
訴
訟
を
追
行
す
る
適
格
消
費
者
団
体
が
適
切
な
時
期
に
攻
撃
又
は
防
御
の
方
法


を
提
出
し
な
い
と
き
そ
の
他
適
切
に
損
害
賠
償
等
団
体
訴
訟
の
追
行
を
し
な
い
と
き
、
当
該
適
格
消
費
者
団
体
に
係
る
第
三


条
の
登
録
が
第
八
条
第
一
項
若
し
く
は
第
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
失
効
し
又
は
第
三
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り


取
り
消
さ
れ
た
と
き
そ
の
他
重
要
な
事
由
が
あ
る
と
き
は
、
利
害
関
係
人
の
申
立
て
に
よ
り
又
は
職
権
で
、
決
定
に
よ
り
、


第
四
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
の
決
定
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。 
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２ 


第
四
十
四
条
第
四
項
か
ら
第
六
項
ま
で
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
取
消
し
の
決
定
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 


３ 
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
取
消
し
の
決
定
が
確
定
し
た
と
き
（
次
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
損
害
賠
償
等
団
体
訴
訟
に
係
る


訴
訟
手
続
が
中
断
す
る
と
き
を
除
く
。
）
は
、
裁
判
所
は
、
当
該
取
消
し
の
決
定
に
係
る
適
格
消
費
者
団
体
の
名
称
及
び
住


所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名
そ
の
他
最
高
裁
判
所
規
則
で
定
め
る
事
項
を
公
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 


４ 


第
四
十
五
条
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
の
公
告
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 


５ 


裁
判
所
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
取
消
し
の
決
定
が
確
定
し
た
と
き
は
、
消
費
者
権
利
官
に
対
し
、
当
該
取
消
し
の
決


定
に
係
る
適
格
消
費
者
団
体
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名
そ
の
他
最
高
裁
判
所
規
則
で
定
め
る
事
項
を
通
知
す


る
も
の
と
す
る
。 


 


（
訴
訟
手
続
の
中
断
及
び
受
継
） 


第
五
十
条 


一
の
損
害
賠
償
等
団
体
訴
訟
に
つ
い
て
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
取
消
し
の
決
定
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
、


当
該
損
害
賠
償
等
団
体
訴
訟
の
追
行
を
す
る
す
べ
て
の
適
格
消
費
者
団
体
が
当
該
損
害
賠
償
等
団
体
訴
訟
の
追
行
を
す
る
こ


と
が
で
き
な
く
な
っ
た
と
き
は
、
そ
の
訴
訟
手
続
は
中
断
す
る
。 


２ 


前
項
の
規
定
に
よ
り
損
害
賠
償
等
団
体
訴
訟
に
係
る
訴
訟
手
続
が
中
断
し
た
と
き
は
、
裁
判
所
は
、
申
立
て
に
よ
り
又
は
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一


職
権
で
、
他
の
適
格
消
費
者
団
体
の
う
ち
か
ら
中
断
し
た
訴
訟
手
続
を
受
け
継
ぐ
べ
き
適
格
消
費
者
団
体
を
指
定
す
る
も
の


と
す
る
。 


３ 


前
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
指
定
に
係
る
適
格
消
費
者
団
体
に
つ
い
て
、
第
四
十
四
条
第
一
項
の


規
定
に
よ
る
許
可
の
決
定
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
す
。 


４ 


第
二
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
し
た
と
き
は
、
裁
判
所
は
、
当
該
指
定
に
係
る
適
格
消
費
者
団
体
の
名
称
及
び
住
所
並
び


に
代
表
者
の
氏
名
そ
の
他
最
高
裁
判
所
規
則
で
定
め
る
事
項
を
公
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 


５ 


第
四
十
五
条
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
の
公
告
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 


６ 


第
一
項
の
規
定
に
よ
り
中
断
し
た
訴
訟
手
続
に
つ
い
て
第
二
項
の
指
定
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
裁
判
所
は
、


口
頭
弁
論
を
経
な
い
で
、
判
決
で
、
訴
え
を
却
下
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 


 


（
職
権
証
拠
調
べ
） 


第
五
十
一
条 


裁
判
所
は
、
損
害
賠
償
等
団
体
訴
訟
に
お
い
て
、
本
案
に
つ
い
て
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
職
権
で
、


証
拠
調
べ
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 


 


（
受
命
裁
判
官
に
よ
る
証
人
等
の
尋
問
等
） 







 


四
二


第
五
十
二
条 


裁
判
所
は
、
損
害
賠
償
等
団
体
訴
訟
に
お
い
て
、
当
事
者
に
異
議
が
な
い
と
き
は
、
受
命
裁
判
官
に
裁
判
所
内


で
証
人
又
は
当
事
者
本
人
の
尋
問
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。 


２ 


地
方
裁
判
所
に
お
い
て
は
、
損
害
賠
償
等
団
体
訴
訟
に
つ
い
て
、
五
人
の
裁
判
官
の
合
議
体
で
審
理
及
び
裁
判
を
す
る
旨


の
決
定
を
そ
の
合
議
体
で
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 


３ 


前
項
の
場
合
に
は
、
判
事
補
は
、
同
時
に
三
人
以
上
合
議
体
に
加
わ
り
、
又
は
裁
判
長
と
な
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 


 


（
相
当
な
損
害
額
の
認
定
） 


第
五
十
三
条 


損
害
賠
償
等
団
体
訴
訟
に
お
い
て
、
損
害
が
生
じ
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
い
て
、
損
害
額
を
立
証
す


る
た
め
に
必
要
な
事
実
を
立
証
す
る
こ
と
が
当
該
事
実
の
性
質
上
極
め
て
困
難
で
あ
る
と
き
は
、
裁
判
所
は
、
口
頭
弁
論
の


全
趣
旨
及
び
証
拠
調
べ
の
結
果
に
基
づ
き
、
相
当
な
損
害
額
を
認
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 


 


（
訴
え
の
取
下
げ
等
） 


第
五
十
四
条 


適
格
消
費
者
団
体
は
、
裁
判
所
の
許
可
を
得
な
け
れ
ば
、
損
害
賠
償
等
団
体
訴
訟
に
係
る
訴
え
の
取
下
げ
、
請


求
の
放
棄
、
裁
判
上
の
和
解
又
は
上
訴
の
取
下
げ
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 


２ 


裁
判
所
は
、
前
項
の
許
可
の
決
定
を
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
対
象
消
費
者
（
第
四
十
六
条
第
一
項
（
第
四
十
八
条
第
二
項







 
 


四
三


に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
除
外
の
申
出
を
し
た
者
を
除
く
。
）
に
対
し
、
意
見
を
述
べ
る
機
会
を
与
え
な
け


れ
ば
な
ら
な
い
。 


３ 


第
四
十
四
条
第
五
項
及
び
第
六
項
並
び
に
第
四
十
五
条
（
第
一
項
第
五
号
を
除
く
。
）
の
規
定
は
、
第
一
項
の
許
可
の
決


定
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 


 


（
確
定
判
決
等
の
効
力
が
及
ぶ
者
の
範
囲
等
） 


第
五
十
五
条 


損
害
賠
償
等
団
体
訴
訟
の
確
定
判
決
等
は
、
対
象
消
費
者
（
第
四
十
六
条
第
一
項
（
第
四
十
八
条
第
二
項
に
お


い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
除
外
の
申
出
を
し
た
者
を
除
く
。
）
に
対
し
て
も
そ
の
効
力
を
有
す
る
。 


２ 


損
害
賠
償
等
団
体
訴
訟
に
つ
い
て
の
判
決
の
主
文
に
お
い
て
は
、
対
象
消
費
者
の
範
囲
を
掲
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 


 
 
 
 


第
二
節 


損
害
賠
償
等
団
体
訴
訟
に
係
る
仮
差
押
命
令
に
関
す
る
手
続
の
特
例 


 


（
訴
訟
追
行
の
許
可
の
決
定
が
確
定
し
て
い
な
い
場
合
の
申
立
て
） 


第
五
十
六
条 


適
格
消
費
者
団
体
は
、
第
四
十
二
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
損
害
賠
償
等
団
体
訴
訟
が
第
四
十
四
条
第


二
項
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
こ
と
を
疎
明
し
て
、
当
該
損
害
賠
償
等
団
体
訴
訟
に
係
る
仮
差
押
命
令
の
申
立
て
を
す


る
こ
と
が
で
き
る
。 







 


四
四


 
（
損
害
賠
償
等
団
体
訴
訟
に
係
る
仮
差
押
命
令
の
効
力
） 


第
五
十
七
条 


損
害
賠
償
等
団
体
訴
訟
に
係
る
仮
差
押
命
令
は
、
当
該
損
害
賠
償
等
団
体
訴
訟
を
提
起
し
た
適
格
消
費
者
団
体


及
び
そ
の
地
位
を
承
継
し
た
適
格
消
費
者
団
体
の
た
め
に
の
み
そ
の
効
力
を
有
す
る
。 


 


（
損
害
賠
償
等
団
体
訴
訟
に
係
る
訴
訟
手
続
の
特
例
に
関
す
る
規
定
の
準
用
） 


第
五
十
八
条 


第
四
十
三
条
第
一
項
及
び
第
五
十
三
条
の
規
定
は
、
損
害
賠
償
等
団
体
訴
訟
に
係
る
仮
差
押
命
令
に
関
す
る
手


続
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 


 
 
 
 


第
三
節 


配
当
手
続 


 
 
 
 


 


第
一
款 


通
則 


 


（
管
轄
） 


第
五
十
九
条 


配
当
手
続
（
損
害
賠
償
等
団
体
訴
訟
に
お
い
て
確
定
し
た
損
害
賠
償
請
求
権
そ
の
他
の
金
銭
債
権
の
管
理
及
び


配
当
に
係
る
手
続
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
事
件
は
、
第
一
審
裁
判
所
の
管
轄
に
専
属
す
る
。 


 


（
裁
判
所
に
よ
る
監
督
） 


第
六
十
条 


配
当
手
続
に
係
る
事
件
は
、
裁
判
所
の
監
督
に
属
す
る
。 







 
 


四
五


２ 


裁
判
所
は
、
職
権
で
、
配
当
手
続
に
係
る
事
件
に
関
し
て
必
要
な
調
査
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 


 


（
指
定
等
） 


第
六
十
一
条 
適
格
消
費
者
団
体
に
つ
い
て
、
当
該
適
格
消
費
者
団
体
の
追
行
に
係
る
損
害
賠
償
等
団
体
訴
訟
に
お
い
て
確
定


し
た
損
害
賠
償
請
求
権
そ
の
他
の
金
銭
債
権
の
管
理
又
は
配
当
を
適
切
に
行
っ
て
い
な
い
と
き
そ
の
他
重
要
な
事
由
が
あ
る


と
き
は
、
裁
判
所
は
、
当
該
適
格
消
費
者
団
体
の
有
す
る
当
該
損
害
賠
償
等
団
体
訴
訟
に
係
る
確
定
判
決
等
に
基
づ
く
地
位


を
承
継
す
べ
き
適
格
消
費
者
団
体
と
し
て
他
の
適
格
消
費
者
団
体
を
指
定
す
る
も
の
と
す
る
。 


２ 


前
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
が
さ
れ
た
と
き
は
、
同
項
の
地
位
は
、
そ
の
指
定
の
時
に
お
い
て
そ
の
指
定
を
受
け
た
適
格
消


費
者
団
体
が
承
継
す
る
。 


３ 


裁
判
所
は
、
第
一
項
又
は
次
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
受
け
た
適
格
消
費
者
団
体
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
指


定
適
格
消
費
者
団
体
」
と
い
う
。
）
が
そ
の
承
継
し
た
地
位
に
係
る
損
害
賠
償
請
求
権
そ
の
他
の
金
銭
債
権
の
管
理
又
は
配


当
を
適
切
に
行
っ
て
い
な
い
と
き
そ
の
他
重
要
な
事
由
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
指
定
適
格
消
費
者
団
体
に
係
る
指
定
を
取
り


消
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 


４ 


裁
判
所
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
適
格
消
費
者
団
体
に
係
る
指
定
を
取
り
消
し
た
と
き
は
、
当
該
指
定
適
格
消
費
者







 


四
六


団
体
の
承
継
し
て
い
た
地
位
を
承
継
す
べ
き
適
格
消
費
者
団
体
と
し
て
他
の
適
格
消
費
者
団
体
を
新
た
に
指
定
す
る
も
の
と


す
る
。 


５ 


前
項
の
規
定
に
よ
る
新
た
な
指
定
が
さ
れ
た
と
き
は
、
同
項
の
地
位
は
、
そ
の
新
た
な
指
定
の
時
に
お
い
て
そ
の
新
た
な


指
定
を
受
け
た
適
格
消
費
者
団
体
が
承
継
す
る
。 


６ 


裁
判
所
は
、
第
一
項
又
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
指
定
の
日
を
公
告
し
な
け
れ


ば
な
ら
な
い
。 


７ 


前
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
は
、
官
報
又
は
時
事
に
関
す
る
事
項
を
掲
載
す
る
日
刊
新
聞
紙
に
掲
載
す
る
方
法
そ
の
他
不
特


定
多
数
の
者
が
公
告
す
べ
き
内
容
で
あ
る
情
報
を
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
状
態
に
置
く
措
置
と
し
て
最
高
裁
判
所
規
則
で


定
め
る
方
法
で
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 


８ 


裁
判
所
は
、
第
一
項
又
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
し
た
と
き
は
、
消
費
者
権
利
官
に
対
し
そ
の
旨
を
通
知
す
る
も


の
と
す
る
。 


 


（
事
件
に
関
す
る
文
書
等
の
閲
覧
等
） 


第
六
十
二
条 


利
害
関
係
人
は
、
裁
判
所
書
記
官
に
対
し
、
こ
の
節
の
規
定
（
第
六
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
民
事
訴
訟
法







 
 


四
七


の
規
定
を
含
む
。
）
に
基
づ
き
、
裁
判
所
に
提
出
さ
れ
、
又
は
裁
判
所
が
作
成
し
た
文
書
そ
の
他
の
物
件
（
以
下
こ
の
条
に


お
い
て
「
文
書
等
」
と
い
う
。
）
の
閲
覧
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 


２ 


利
害
関
係
人
は
、
裁
判
所
書
記
官
に
対
し
、
文
書
等
の
謄
写
、
そ
の
正
本
、
謄
本
若
し
く
は
抄
本
の
交
付
又
は
事
件
に
関


す
る
事
項
の
証
明
書
の
交
付
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 


３ 


前
項
の
規
定
は
、
文
書
等
の
う
ち
録
音
テ
ー
プ
又
は
ビ
デ
オ
テ
ー
プ
（
こ
れ
ら
に
準
ず
る
方
法
に
よ
り
一
定
の
事
項
を
記


録
し
た
物
を
含
む
。
）
に
関
し
て
は
、
適
用
し
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
物
に
つ
い
て
利
害
関
係
人
の
請
求


が
あ
る
と
き
は
、
裁
判
所
書
記
官
は
、
そ
の
複
製
を
許
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 


 


（
報
酬
等
） 


第
六
十
三
条 


適
格
消
費
者
団
体
は
、
裁
判
所
の
許
可
を
得
て
、
損
害
賠
償
等
団
体
訴
訟
に
係
る
確
定
判
決
等
に
基
づ
き
弁
済


と
し
て
受
領
し
た
財
産
の
う
ち
か
ら
、
配
当
手
続
の
た
め
必
要
な
費
用
の
前
払
及
び
裁
判
所
が
定
め
る
報
酬
を
受
け
る
こ
と


が
で
き
る
。 


２ 


前
項
の
規
定
に
よ
る
決
定
に
対
し
て
は
、
即
時
抗
告
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 


 


（
民
事
訴
訟
法
の
準
用
） 







 


四
八


第
六
十
四
条 


配
当
手
続
に
関
し
て
は
、
特
別
の
定
め
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
民
事
訴
訟
法
の
規
定
を
準
用
す
る
。 


 


（
最
高
裁
判
所
規
則
） 


第
六
十
五
条 
こ
の
節
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
配
当
手
続
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
最
高
裁
判
所
規
則
で
定
め
る
。 


 
 
 
 


 


第
二
款 


配
当 


 


（
配
当
計
画
の
提
出
等
） 


第
六
十
六
条 


適
格
消
費
者
団
体
は
、
配
当
を
行
お
う
と
す
る
と
き
は
、
裁
判
所
の
定
め
る
期
間
内
に
、
配
当
計
画
を
作
成
し
、


こ
れ
を
裁
判
所
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 


２ 


裁
判
所
は
、
特
別
の
事
情
が
あ
る
と
き
は
、
申
立
て
に
よ
り
又
は
職
権
で
、
前
項
の
期
間
を
伸
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 


 


（
配
当
計
画
の
記
載
事
項
） 


第
六
十
七
条 


配
当
計
画
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 


 


一 


配
当
に
加
え
る
べ
き
対
象
消
費
者
の
範
囲 


 


二 


損
害
賠
償
等
団
体
訴
訟
に
係
る
確
定
判
決
等
に
基
づ
き
弁
済
と
し
て
受
領
し
た
財
産
の
総
額 


 


三 


前
号
の
財
産
の
う
ち
配
当
に
充
て
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
の
額 







 
 


四
九


 
四 


配
当
の
基
準
及
び
そ
の
方
法 


 


五 
権
利
の
届
出
を
す
べ
き
期
間
及
び
そ
の
方
法 


 


六 


権
利
の
確
認
の
方
法 


 


七 


権
利
に
関
す
る
紛
争
の
処
理
に
関
し
必
要
な
事
項 


 


八 


前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
最
高
裁
判
所
規
則
で
定
め
る
事
項 


 


（
配
当
計
画
認
可
の
決
定
等
） 


第
六
十
八
条 


裁
判
所
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
と
き
は
、
配
当
計
画
認
可
の
決
定
を
し
な
け
れ
ば
な


ら
な
い
。 


 


一 


配
当
計
画
が
法
令
及
び
最
高
裁
判
所
規
則
の
規
定
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 


 


二 


配
当
計
画
の
内
容
が
確
定
判
決
等
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と
。 


 


三 


配
当
計
画
の
内
容
が
公
正
か
つ
衡
平
で
あ
る
こ
と
。 


２ 


配
当
計
画
認
可
の
決
定
に
対
し
て
は
、
不
服
を
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 


 


（
配
当
計
画
の
公
告
） 







 


五
〇


第
六
十
九
条 


裁
判
所
は
、
配
当
計
画
認
可
の
決
定
が
あ
っ
た
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
公
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 


 


一 
配
当
計
画
認
可
の
決
定
の
主
文 


 


二 


配
当
計
画
認
可
の
決
定
に
係
る
適
格
消
費
者
団
体
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名 


 


三 


配
当
計
画 


 


四 


損
害
賠
償
等
団
体
訴
訟
に
係
る
確
定
判
決
等
の
要
旨 


 


五 


前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
最
高
裁
判
所
規
則
で
定
め
る
事
項 


２ 


第
六
十
一
条
第
七
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 


 


（
配
当
計
画
の
実
施
等
） 


第
七
十
条 


配
当
計
画
認
可
の
決
定
が
あ
っ
た
と
き
は
、
適
格
消
費
者
団
体
は
、
速
や
か
に
、
配
当
計
画
を
実
施
し
な
け
れ
ば


な
ら
な
い
。 


２ 


適
格
消
費
者
団
体
は
、
裁
判
所
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
配
当
計
画
の
実
施
状
況
そ
の
他
裁
判
所
の
命
ず
る
事
項
を
裁


判
所
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 


 


（
配
当
計
画
の
変
更
） 







 
 


五
一


第
七
十
一
条 


配
当
計
画
認
可
の
決
定
が
あ
っ
た
後
配
当
計
画
に
定
め
る
事
項
を
変
更
す
る
必
要
が
生
じ
た
と
き
は
、
裁
判
所


は
、
配
当
終
了
前
に
限
り
、
申
立
て
に
よ
り
又
は
職
権
で
、
決
定
に
よ
り
、
配
当
計
画
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 


２ 


第
六
十
九
条
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
決
定
が
あ
っ
た
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 


 


（
残
余
の
金
銭
の
処
理
） 


第
七
十
二
条 


適
格
消
費
者
団
体
は
、
配
当
が
終
了
し
た
場
合
に
お
い
て
、
第
六
十
七
条
第
三
号
の
金
額
に
相
当
す
る
金
銭
に


残
余
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
国
庫
に
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 


 


（
配
当
終
了
の
場
合
の
報
告
義
務
等
） 


第
七
十
三
条 


適
格
消
費
者
団
体
は
、
配
当
が
終
了
し
た
場
合
に
は
、
遅
滞
な
く
、
裁
判
所
に
計
算
の
報
告
を
し
な
け
れ
ば
な


ら
な
い
。 


２ 


裁
判
所
は
、
前
項
の
報
告
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
公
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 


３ 


第
六
十
一
条
第
七
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 


第
五
章 


罰
則 


第
七
十
四
条 


適
格
消
費
者
団
体
の
役
員
又
は
職
員
が
、
当
該
適
格
消
費
者
団
体
の
損
害
賠
償
等
団
体
訴
訟
に
係
る
相
手
方
か







 


五
二


ら
、
寄
附
金
、
賛
助
金
そ
の
他
名
目
の
い
か
ん
を
問
わ
ず
、
当
該
適
格
消
費
者
団
体
に
お
い
て
そ
の
損
害
賠
償
等
団
体
訴
訟


の
追
行
を
し
な
い
こ
と
若
し
く
は
し
な
か
っ
た
こ
と
、
そ
の
損
害
賠
償
等
団
体
訴
訟
に
係
る
訴
え
の
取
下
げ
、
裁
判
上
の
和


解
若
し
く
は
請
求
の
放
棄
を
す
る
こ
と
若
し
く
は
し
た
こ
と
又
は
そ
の
損
害
賠
償
等
団
体
訴
訟
若
し
く
は
こ
れ
に
係
る
他
の


手
続
を
他
の
事
由
に
よ
り
終
了
さ
せ
る
こ
と
若
し
く
は
終
了
さ
せ
た
こ
と
の
報
酬
と
し
て
、
金
銭
そ
の
他
の
財
産
上
の
利
益


を
受
け
、
又
は
第
三
者
（
当
該
適
格
消
費
者
団
体
を
含
む
。
次
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
受
け
さ
せ
た
と
き
は
、
五


年
以
下
の
懲
役
又
は
五
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。 


２ 


前
項
の
利
益
を
供
与
し
た
者
も
、
同
項
と
同
様
と
す
る
。 


第
七
十
五
条 


適
格
消
費
者
団
体
の
役
員
又
は
職
員
が
、
当
該
適
格
消
費
者
団
体
の
差
止
請
求
に
係
る
相
手
方
か
ら
、
寄
附
金
、


賛
助
金
そ
の
他
名
目
の
い
か
ん
を
問
わ
ず
、
当
該
適
格
消
費
者
団
体
に
お
い
て
そ
の
差
止
請
求
権
の
行
使
を
し
な
い
こ
と
若


し
く
は
し
な
か
っ
た
こ
と
、
そ
の
差
止
請
求
権
の
放
棄
を
す
る
こ
と
若
し
く
は
し
た
こ
と
、
そ
の
相
手
方
と
の
間
で
そ
の
差


止
請
求
に
係
る
和
解
を
す
る
こ
と
若
し
く
は
し
た
こ
と
又
は
そ
の
差
止
請
求
に
係
る
訴
訟
そ
の
他
の
手
続
を
他
の
事
由
に
よ


り
終
了
さ
せ
る
こ
と
若
し
く
は
終
了
さ
せ
た
こ
と
の
報
酬
と
し
て
、
金
銭
そ
の
他
の
財
産
上
の
利
益
を
受
け
、
又
は
第
三
者


に
受
け
さ
せ
た
と
き
は
、
三
年
以
下
の
懲
役
又
は
三
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。 







 
 


五
三


２ 


前
項
の
利
益
を
供
与
し
た
者
も
、
同
項
と
同
様
と
す
る
。 


第
七
十
六
条 


第
七
十
四
条
第
一
項
又
は
前
条
第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
、
犯
人
又
は
情
を
知
っ
た
第
三
者
が
受
け
た
財
産
上


の
利
益
は
、
没
収
す
る
。
そ
の
全
部
又
は
一
部
を
没
収
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
そ
の
価
額
を
追
徴
す
る
。 


第
七
十
七
条 


次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。 


一 


偽
り
そ
の
他
不
正
の
手
段
に
よ
り
第
三
条
の
登
録
（
第
八
条
第
一
項
の
登
録
の
更
新
を
含
む
。
）
を
受
け
た
者 


二 


第
十
六
条
（
第
二
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
違
反
し
て
、
消
費
者
団
体
訴
訟
業
務
に
関


し
て
知
り
得
た
秘
密
を
漏
ら
し
た
者 


第
七
十
八
条 


次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
五
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。 


一 


第
四
条
第
一
項
（
第
八
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
登
録
申
請
書
又
は
第
四
条
第
二
項
各
号
（
第


八
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
掲
げ
る
書
類
に
虚
偽
の
記
載
を
し
て
提
出
し
た
者 


二 


第
五
条
第
五
項
の
規
定
に
違
反
し
て
、
適
格
消
費
者
団
体
で
あ
る
と
誤
認
さ
れ
る
お
そ
れ
の
あ
る
文
字
を
そ
の
名
称
中


に
用
い
、
又
は
そ
の
業
務
に
関
し
、
適
格
消
費
者
団
体
で
あ
る
と
誤
認
さ
れ
る
お
そ
れ
の
あ
る
表
示
を
し
た
者 


三 


第
二
十
七
条
の
規
定
に
違
反
し
て
、
帳
簿
書
類
の
作
成
若
し
く
は
保
存
を
せ
ず
、
又
は
虚
偽
の
帳
簿
書
類
の
作
成
を
し







 


五
四


た
者 


四 
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
報
告
を
し
、
又
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
を


拒
み
、
妨
げ
、
若
し
く
は
忌
避
し
、
若
し
く
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
質
問
に
対
し
て
陳
述
を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
陳


述
を
し
た
者 


第
七
十
九
条 


第
七
十
四
条
第
一
項
及
び
第
七
十
五
第
一
項
の
罪
は
、
日
本
国
外
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
罪
を
犯
し
た
者
に
も
適


用
す
る
。 


２ 


第
七
十
四
条
第
二
項
及
び
第
七
十
五
第
二
項
の
罪
は
、
刑
法
（
明
治
四
十
年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
二
条
の
例
に
従
う
。 


第
八
十
条 


法
人
（
法
人
で
な
い
団
体
で
代
表
者
又
は
管
理
人
の
定
め
の
あ
る
も
の
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）


の
代
表
者
若
し
く
は
管
理
人
又
は
法
人
若
し
く
は
人
の
代
理
人
、
使
用
人
そ
の
他
の
従
業
者
が
、
そ
の
法
人
又
は
人
の
業
務


に
関
し
て
、
第
七
十
四
条
、
第
七
十
五
条
、
第
七
十
七
条
又
は
第
七
十
八
条
の
違
反
行
為
を
し
た
と
き
は
、
行
為
者
を
罰
す


る
ほ
か
、
そ
の
法
人
又
は
人
に
対
し
て
も
、
各
本
条
の
罰
金
刑
を
科
す
る
。 


２ 


法
人
で
な
い
団
体
に
つ
い
て
前
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
代
表
者
又
は
管
理
人
が
、
そ
の
訴
訟
行
為
に


つ
き
法
人
で
な
い
団
体
を
代
表
す
る
ほ
か
、
法
人
を
被
告
人
又
は
被
疑
者
と
す
る
場
合
の
刑
事
訴
訟
に
関
す
る
法
律
の
規
定







 
 


五
五


を
準
用
す
る
。 


第
八
十
一
条 


次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
三
十
万
円
以
下
の
過
料
に
処
す
る
。 


一 


第
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
掲
示
を
せ
ず
、
又
は
虚
偽
の
掲
示
を
し
た
者 


二 


第
九
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
十
条
第
二
項
若
し
く
は
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
せ
ず
、
若
し


く
は
虚
偽
の
届
出
を
し
、
又
は
第
十
条
第
二
項
の
書
類
に
虚
偽
の
記
載
を
し
て
提
出
し
た
者 


三 


第
十
四
条
第
一
項
又
は
第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
せ
ず
、
又
は
虚
偽
の
報
告
を
し
た
者 


四 


第
十
五
条
の
規
定
に
違
反
し
て
、
消
費
者
の
被
害
に
関
す
る
情
報
を
利
用
し
た
者 


五 


第
十
七
条
（
第
二
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
違
反
し
て
、


第
十
七
条
の
請
求
を
拒
ん
だ
者 


六 


第
二
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
、
財
務
諸
表
等
を
作
成
せ
ず
、
又
は
こ
れ
に
記
載
し
、
若
し
く
は
記
録
す
べ


き
事
項
を
記
載
せ
ず
、
若
し
く
は
記
録
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
記
載
若
し
く
は
記
録
を
し
た
者 


七 


第
二
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
違
反
し
て
、
書
類
を
備
え
置
か
な
か
っ
た
者 


八 


第
二
十
八
条
第
四
項
の
規
定
に
違
反
し
て
、
正
当
な
理
由
が
な
い
の
に
同
条
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
請
求
を
拒
ん
だ
者 







 


五
六


九 


第
二
十
八
条
第
五
項
の
規
定
に
違
反
し
て
、
書
類
を
提
出
せ
ず
、
又
は
書
類
に
虚
偽
の
記
載
若
し
く
は
記
録
を
し
て
提


出
し
た
者 


十 


第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
違
反
し
て
、
情
報
を
同
項
に
定
め
る
目
的
以
外
の
目
的
の
た
め
に
利
用
し
、
又
は
提
供


し
た
者 


附 


則 


 


（
施
行
期
日
） 


第
一
条 


こ
の
法
律
は
、
消
費
者
権
利
院
法
（
平
成
二
十
一
年
法
律
第 


 
 


号
）
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、


次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。 


 


一 


附
則
第
十
条
及
び
第
十
一
条
の
規
定 


公
布
の
日 


 


二 


第
二
条
第
一
項
第
三
号
及
び
第
四
十
条
第
二
項
第
三
号
の
規
定 


特
定
商
取
引
に
関
す
る
法
律
及
び
割
賦
販
売
法
の
一


部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
年
法
律
第
七
十
四
号
）
の
施
行
の
日
又
は
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
（
次
条
及
び
附
則
第


四
条
に
お
い
て
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
の
い
ず
れ
か
遅
い
日 


 


（
登
録
に
関
す
る
経
過
措
置
） 







 
 


五
七


第
二
条 


こ
の
法
律
の
施
行
の
際
現
に
附
則
第
九
条
に
よ
る
改
正
前
の
消
費
者
契
約
法
（
以
下
「
旧
消
費
者
契
約
法
」
と
い
う
。
）


第
十
三
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け
て
い
る
者
は
、
施
行
日
に
お
い
て
第
三
条
の
登
録
を
受
け
た
も
の
と
み
な
す
。
こ
の
場
合


に
お
い
て
、
第
八
条
第
一
項
の
期
間
は
、
旧
消
費
者
契
約
法
第
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
期
間
の
残
存
期
間
と
す
る
。 


２ 


前
項
の
規
定
に
よ
り
第
三
条
の
登
録
を
受
け
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
者
は
、
施
行
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
以
内
に
第
四
条


第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
及
び
同
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
消
費
者
権
利
官
に
提
出
し
な
け
れ


ば
な
ら
な
い
。 


３ 


消
費
者
権
利
官
は
、
前
項
の
書
類
の
提
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
書
類
に
記
載
さ
れ
た
第
四
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る


事
項
を
適
格
消
費
者
団
体
登
録
簿
に
登
録
す
る
も
の
と
す
る
。 


 


（
登
録
の
拒
否
に
関
す
る
経
過
措
置
） 


第
三
条 


第
六
条
第
一
項
第
六
号
又
は
第
十
一
号
ハ
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
旧
消
費
者
契
約
法
の
規
定
若
し
く
は
旧
消


費
者
契
約
法
に
基
づ
く
命
令
の
規
定
又
は
こ
れ
ら
の
規
定
に
基
づ
く
処
分
に
違
反
し
て
罰
金
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
者
は
、
そ


の
処
分
を
受
け
た
日
に
お
い
て
、
こ
の
法
律
の
規
定
若
し
く
は
こ
の
法
律
に
基
づ
く
命
令
の
規
定
又
は
こ
れ
ら
の
規
定
に
基


づ
く
処
分
に
違
反
し
、
罰
金
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
者
と
み
な
す
。 







 


五
八


２ 


第
六
条
第
一
項
第
七
号
又
は
第
十
一
号
ニ
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
旧
消
費
者
契
約
法
第
三
十
四
条
の
規
定
に
よ
り


旧
消
費
者
契
約
法
第
十
三
条
第
一
項
の
認
定
を
取
り
消
さ
れ
た
者
は
、
そ
の
処
分
を
受
け
た
日
に
お
い
て
、
第
三
十
一
条
第


一
項
の
規
定
に
よ
り
登
録
を
取
り
消
さ
れ
た
者
と
み
な
す
。 


 


（
報
告
等
に
関
す
る
経
過
措
置
） 


第
四
条 


施
行
日
が
特
定
商
取
引
に
関
す
る
法
律
及
び
割
賦
販
売
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
前
で
あ
る
場
合
に


は
、
同
法
の
施
行
の
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
、
公
正
取


引
委
員
会
及
び
経
済
産
業
大
臣
」
と
あ
る
の
は
、
「
及
び
公
正
取
引
委
員
会
」
と
す
る
。 


 


（
積
立
金
に
関
す
る
経
過
措
置
） 


第
五
条 


附
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
第
三
条
の
登
録
を
受
け
た
者
と
み
な
さ
れ
る
者
が
旧
消
費
者
契
約
法
第
二
十
八


条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
積
み
立
て
た
金
額
に
つ
い
て
は
、
第
二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
積
み
立
て
ら
れ
た
も
の
と


み
な
す
。 


 


（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
） 


第
六
条 


こ
の
法
律
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 







 
 


五
九


 
（
政
令
へ
の
委
任
） 


第
七
条 


附
則
第
二
条
か
ら
前
条
ま
で
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
必
要
と
な
る
経
過
措
置
は
、
政
令


で
定
め
る
。 


 


 


（
不
当
景
品
類
及
び
不
当
表
示
防
止
法
の
一
部
改
正
） 


第
八
条 


不
当
景
品
類
及
び
不
当
表
示
防
止
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 


 
 


第
十
一
条
の
二
中
「
消
費
者
契
約
法
（
平
成
十
二
年
法
律
第
六
十
一
号
）
第
二
条
第
四
項
」
を
「
消
費
者
団
体
訴
訟
法
（
平


成
二
十
一
年
法
律
第 


 
 


号
）
第
二
条
第
三
項
」
に
改
め
る
。 


 


（
消
費
者
契
約
法
の
一
部
改
正
） 


第
九
条 


消
費
者
契
約
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 


 
 


目
次
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 


目
次 


 
 


第
一
章 


総
則
（
第
一
条
―
第
三
条
） 


 
 


第
二
章 


消
費
者
契
約 







 


六
〇


 
 
 


第
一
節 


消
費
者
契
約
の
申
込
み
又
は
そ
の
承
諾
の
意
思
表
示
の
取
消
し
（
第
四
条
―
第
七
条
） 


 
 
 


第
二
節 


消
費
者
契
約
の
条
項
の
無
効
（
第
八
条
―
第
十
条
） 


 
 
 


第
三
節 


補
則
（
第
十
一
条
） 


 
 


第
三
章 


差
止
請
求
権
（
第
十
二
条
） 


 
 


第
四
章 


雑
則
（
第
十
三
条
） 


 
 


附
則 


 
 


第
二
条
第
二
項
中
「
（
第
四
十
三
条
第
二
項
第
二
号
を
除
く
。
）
」
を
削
り
、
同
条
第
四
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 


 


４ 


こ
の
法
律
に
お
い
て
「
適
格
消
費
者
団
体
」
と
は
、
消
費
者
団
体
訴
訟
法
（
平
成
二
十
一
年
法
律
第 


 
 


号
）
第
二


条
第
三
項
に
規
定
す
る
適
格
消
費
者
団
体
を
い
う
。 


 
 


「
第
三
章 


差
止
請
求
」
を
「
第
三
章 


差
止
請
求
権
」
に
改
め
る
。 


 
 


第
三
章
第
一
節
の
節
名
を
削
る
。 


 
 


第
十
二
条
の
見
出
し
を
削
り
、
同
条
第
一
項
中
「
不
特
定
か
つ
多
数
の
」
を
削
り
、
「
同
じ
。
）
」
の
下
に
「
又
は
詐
欺


等
行
為
（
人
を
詐
欺
し
、
又
は
人
を
強
迫
す
る
行
為
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
不







 
 


六
一


特
定
か
つ
多
数
の
」
を
削
り
、
「
規
定
す
る
行
為
」
の
下
に
「
又
は
詐
欺
等
行
為
」
を
加
え
、
同
条
第
三
項
中
「
不
特
定
か


つ
多
数
の
」
を
削
り
、
「
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
「
次
項
及
び
第
五
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
若
し
く
は
民
法
第
九
十


条
の
規
定
に
よ
り
無
効
と
さ
れ
る
消
費
者
契
約
の
条
項
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
不
特
定
か
つ
多
数
の
」
を
削
り
、
「
条


項
」
の
下
に
「
若
し
く
は
民
法
第
九
十
条
の
規
定
に
よ
り
無
効
と
さ
れ
る
消
費
者
契
約
の
条
項
」
を
加
え
、
同
条
に
次
の
一


項
を
加
え
る
。 


 


５ 


適
格
消
費
者
団
体
は
、
事
業
者
又
は
そ
の
代
理
人
が
、
消
費
者
契
約
を
締
結
す
る
に
際
し
、
消
費
者
と
の
間
で
第
八
条


か
ら
第
十
条
ま
で
に
規
定
す
る
消
費
者
契
約
の
条
項
若
し
く
は
民
法
第
九
十
条
の
規
定
に
よ
り
無
効
と
さ
れ
る
消
費
者
契


約
の
条
項
を
含
む
消
費
者
契
約
の
申
込
み
又
は
そ
の
承
諾
の
意
思
表
示
を
行
う
こ
と
を
推
薦
し
又
は
提
案
す
る
行
為
を
現


に
行
い
又
は
行
う
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
事
業
者
又
は
そ
の
代
理
人
に
対
し
、
当
該
行
為
の
停
止
若
し
く
は
予
防


又
は
当
該
行
為
に
供
し
た
物
の
廃
棄
若
し
く
は
除
去
そ
の
他
の
当
該
行
為
の
停
止
若
し
く
は
予
防
に
必
要
な
措
置
を
と
る


こ
と
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
第
三
項
た
だ
し
書
の
規
定
を
準
用
す
る
。 


 
 


第
十
二
条
の
二
並
び
に
第
三
章
第
二
節
及
び
第
三
節
を
削
る
。 


 
 


第
四
章
中
第
四
十
八
条
を
第
十
三
条
と
す
る
。 







 


六
二


 
 


第
五
章
を
削
る
。 


 


（
消
費
者
契
約
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
改
正
） 


第
十
条 
消
費
者
契
約
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
年
法
律
第
二
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 


 
 


第
二
条
を
削
り
、
第
三
条
を
第
二
条
と
す
る
。 


 
 


第
四
条
の
う
ち
特
定
商
取
引
に
関
す
る
法
律
第
五
章
の
次
に
一
章
を
加
え
る
改
正
規
定
の
う
ち
第
五
十
八
条
の
四
第
一
項


中
「
消
費
者
契
約
法
（
平
成
十
二
年
法
律
第
六
十
一
号
）
第
二
条
第
四
項
」
を
「
消
費
者
団
体
訴
訟
法
（
平
成
二
十
一
年
法


律
第 


 
 


号
）
第
二
条
第
三
項
」
に
改
め
、
第
四
条
を
第
三
条
と
す
る
。 


 
 


附
則
第
一
項
中
「
第
二
条
及
び
第
四
条
」
を
「
第
三
条
」
に
改
め
、
附
則
第
二
項
を
削
り
、
附
則
第
三
項
中
「
第
一
条
又


は
第
二
条
の
規
定
の
」
を
「
第
一
条
の
規
定
の
」
に
、
「
そ
れ
ぞ
れ
第
一
条
又
は
第
二
条
」
を
「
同
条
」
に
改
め
、
同
項
を


附
則
第
二
項
と
す
る
。 


 


（
関
係
法
律
の
整
備
） 


第
十
一
条 


前
三
条
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
に
つ
い
て
は
、
別
に
法
律
で
定
め


る
。 







 
 


六
三


 
（
検
討
） 


第
十
二
条 


国
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
五
年
を
目
途
と
し
て
、
消
費
者
の
被
害
の
状
況
、
適
格
消
費
者
団
体
に
よ
る
差
止
請


求
及
び
損
害
賠
償
等
団
体
訴
訟
の
状
況
そ
の
他
社
会
経
済
情
勢
の
変
化
を
勘
案
し
つ
つ
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
状
況
に
つ
い


て
検
討
を
加
え
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 







 


六
四


 







 
 


六
五


 
 
 
 


 


理 


由 


 


消
費
者
の
被
害
の
発
生
又
は
拡
大
を
防
止
す
る
こ
と
及
び
消
費
者
に
被
害
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
適
切
か
つ
迅
速
な
救


済
を
行
う
こ
と
の
重
要
性
に
か
ん
が
み
、
消
費
者
の
被
害
の
救
済
を
図
る
た
め
適
格
消
費
者
団
体
が
損
害
賠
償
等
団
体
訴
訟
を


追
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
と
と
も
に
、
適
格
消
費
者
団
体
の
消
費
者
権
利
官
に
よ
る
登
録
等
の
制
度
並
び
に
差
止


請
求
及
び
損
害
賠
償
等
団
体
訴
訟
に
係
る
訴
訟
手
続
等
に
つ
い
て
所
要
の
規
定
を
整
備
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法


律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。 
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消費者団体訴訟法案要綱 
 


 


第一 目的等  


一 目的 


この法律は、消費者の被害の発生又は拡大を防止すること及び消費者に被害が発生


した場合において適切かつ迅速な救済を行うことの重要性にかんがみ、適格消費者団


体による差止請求及び損害賠償等団体訴訟に関し必要な事項を定めることにより、消


費者の権利利益の擁護を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に


寄与することを目的とする。 


二 適格消費者団体 


適格消費者団体とは、第二の一の１の登録を受けた消費者団体をいう。 


三 差止請求 


１ 適格消費者団体は、次の差止請求をすることができる。 


① 消費者契約法第 12 条の規定による請求 


② 不当景品類及び不当表示防止法第 11 条の２の規定による請求 


③ 特定商取引に関する法律第 58 条の４から第 58 条の９までの規定による請求 


２ １の①の差止請求については、消費者契約法を改正し、①及び②のほか、③から


⑤までについても差止請求をすることができることとする。 


① 消費者契約法第４条第１項から第３項までに規定する行為 


② 消費者契約法第８条から第10条までに規定する条項を含む契約の締結の意思表示 


③ 民法第90条の規定により無効とされる消費者契約の条項を含む契約の意思表示 


④ 消費者契約の締結についてする詐欺行為又は強迫行為 


⑤ ②又は③の意思表示を行うことを推薦し、又は提案する行為 


 ３ 消費者契約法を改正し、差止請求は、当該差止請求と内容及びその相手方が同一


である他の適格消費者団体を当事者とする差止請求に係る確定判決が既に存在する


ときであっても、することができる。 


四 損害賠償等団体訴訟 


 適格消費者団体は、共同の利益を有する多数の消費者の被害の救済を図るため、裁


判所の許可を得て、自己の名をもって損害賠償等団体訴訟（共同の利益を有する多数


の消費者のために事業者又はその事業の利益のためにする行為を行った役員に対し


損害賠償請求権その他の金銭債権に係る給付を求める訴えであって、当該消費者の意


思に基づくことなく提起されるものをいう。以下同じ。）の追行をすることができる。 


第二 適格消費者団体  


一 適格消費者団体の登録等 


１ 差止請求関係業務又は損害賠償等団体訴訟関係業務（以下「消費者団体訴訟業務」
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という。）を行おうとする者は、消費者権利官の登録を受けなければならない。 


２ 消費者権利官は、１の登録の申請があったときは、３により登録を拒否する場合


を除き、適格消費者団体登録簿に登録しなければならない。 


３ 消費者権利官は、１の登録の申請をした者が次のいずれかに該当するときは、そ


の登録を拒否しなければならない。 


① 法人でない者 


② 営利を目的とする法人 


③ 消費生活に関する情報の収集及び提供並びに消費者の被害の防止及び救済のた


めの活動その他の消費者の権利利益の擁護を図るための活動を行うことを主たる


目的としない法人 


④ 定款又は業務規程が法令に適合しない法人 


⑤ その業務を行う役員の一定割合を特定の事業者の関係者が占めている法人 


⑥ この法律その他消費者の権利利益の擁護に関する法律で消費者権利院規則で定


めるもの又はこれらの法律に基づく処分に違反して罰金の刑に処せられ、その刑


の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から３年を経過


しない法人 


⑦ １の登録を取り消され、その取消しの日から３年を経過しない法人 


⑧ 暴力団員等がその事業活動を支配する法人又は暴力団員等をその業務に従事さ


せ、若しくはその業務の補助者として使用するおそれのある法人 


⑨ 政治団体 


⑩ 役員に成年被後見人、破産者で復権を得ないもの等がある法人 


⑪ 消費者団体訴訟業務を遂行するために必要と認められる消費者権利院規則で定


める基準に適合する財産的基礎又は人的構成を有しない法人 


４ 適格消費者団体の登録の有効期間は５年とし、更新することができる。 


５ １から４までのほか、変更の届出、承継、解散の届出その他適格消費者団体の登


録等に関する所要の規定を設ける。 


二 差止請求関係業務 


差止請求権の行使に関する注意義務、消費者権利官に対する報告、消費者の被害に


関する情報の取扱い、秘密保持義務、財産上の利益の受領の禁止その他差止請求関係


業務に関する所要の規定を設ける。 


三 損害賠償等団体訴訟関係業務 


損害賠償等団体訴訟関係業務に関する注意義務、消費者権利官に対する報告、秘密


保持義務、財産上の利益の受領の禁止その他損害賠償等団体訴訟関係業務に関する所


要の規定を設ける。 


四 経理 


消費者団体訴訟業務に係る利益の処分、区分経理その他適格消費者団体の経理に関
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する所要の規定を設ける。 


五 消費者権利官による監督 


報告及び立入検査、改善命令、登録の取消しその他適格消費者団体の監督に関する


所要の規定を設ける。 


六 判決等に関する情報の公表 


消費者権利官は、適格消費者団体からの報告を受けて、差止請求又は損害賠償等団


体訴訟に関し、それぞれ判決等に関する情報を公表するものとする。 


七 資金の確保 


国及び地方公共団体は、適格消費者団体による消費者団体訴訟業務の実施に必要な


資金の確保に努めるものとする。 


八 強制執行等の制限 


適格消費者団体が損害賠償等団体訴訟の確定判決に基づき弁済として受領した財産、


費用の前払として受けた財産等に対しては、損害賠償等団体訴訟に関し生じた債権に


基づく場合を除き、強制執行、国税滞納処分等をすることができない。 


 


第三 差止請求に係る訴訟手続等の特例 


差止請求に係る訴訟手続等に関し、書面による事前の請求、訴訟の目的の価額、管轄


及び間接強制の支払額の算定について、特例を設ける。 


 


第四 損害賠償等団体訴訟に係る訴訟手続の特例等 


一 損害賠償等団体訴訟に係る訴訟手続の特例 


１ 訴訟の提起の方式等 


(1) 損害賠償等団体訴訟の提起は、訴状に、損害賠償等団体訴訟である旨及び当該


損害賠償等団体訴訟に係る対象消費者の範囲を記載してする。 


(2) 損害賠償等団体訴訟に係る訴えは、訴訟の目的の価額の算定については、財産


権上の請求でない請求に係る訴えとみなす。 


２ 訴訟の追行の許可 


裁判所は、適格消費者団体が提起した損害賠償等団体訴訟が次の要件のいずれに


も該当するときは、当該損害賠償等団体訴訟の追行の許可の決定をする。 


① 当該損害賠償等団体訴訟に係る訴訟の目的が、共同の利益を有する多数の消費


者の有する損害賠償請求権その他の金銭債権であるとき。 


② 当該損害賠償等団体訴訟の追行が、当該損害賠償等団体訴訟に係る対象消費者


による訴えの提起その他の方法に比して、当該対象消費者の権利の実現上有利で


あると認められるとき。 


③ 当該適格消費者団体によれば、適切に当該損害賠償等団体訴訟の追行をするこ
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とができると認められるとき。 


３ 許可の決定の公告 


裁判所は、２の許可の決定が確定したときは、直ちに、対象消費者の範囲、除外


申出期間、当該決定に係る損害賠償等団体訴訟の請求の趣旨及び原因の要旨その他


所要の事項を官報又は時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法その


他最高裁判所規則で定める方法で公告しなければならない。 


４ 除外の申出 


対象消費者は、除外申出期間内に、裁判所に対して、損害賠償等団体訴訟からの


除外の申出を書面によりすることができる。 


５ 対象消費者の範囲の変更 


裁判所は、相当と認めるときは、申立てにより又は職権で、対象消費者の範囲を


変更することができる。ただし、控訴審においては、相手方の同意がある場合に限


る。 


６ 訴訟の追行の許可の取消し 


裁判所は、適格消費者団体が適切に損害賠償等団体訴訟の追行をしないときその


他重要な事由があるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、２の許可を取


り消すことができる。 


７ 訴訟手続の中断及び受継 


(1) ６による許可の取消しの決定その他の事由により、当該損害賠償等団体訴訟の


追行をするすべての適格消費者団体が当該損害賠償等団体訴訟の追行をすること


ができなくなったときは、その訴訟手続は中断する。 


(2) (1)により損害賠償等団体訴訟に係る訴訟手続が中断したときは、裁判所は、申


立てにより又は職権で、中断した当該損害賠償等団体訴訟を受け継ぐべき適格消


費者団体を指定するものとする。 


(3) 裁判所は、(2)の指定をすることができないときは、口頭弁論を経ないで、判決


で、訴えを却下することができる。 


８ 職権証拠調べ 


裁判所は、損害賠償等団体訴訟において、職権で証拠調べをすることができる。 


９ 相当な損害額の認定 


損害額を立証するために必要な事実を立証することが当該事実の性質上極めて困


難であるときは、裁判所は、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づき、相当


な損害額を認定することができる。 


10 訴えの取下げ等 


適格消費者団体は、裁判所の許可を得なければ、損害賠償等団体訴訟に係る訴え


の取下げ、請求の放棄、裁判上の和解又は上訴の取下げをすることができない。 


11 確定判決の効力が及ぶ者の範囲 


損害賠償等団体訴訟の確定判決は、対象消費者（４の除外の申出をした者を除く。）


に対してもその効力を有する。 
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二 損害賠償等団体訴訟に係る仮差押命令に関する手続の特例 


１ 申立ての要件 


適格消費者団体は、損害賠償等団体訴訟の追行の許可前であっても、一の２の①


から③までのいずれにも該当することを疎明して、当該損害賠償等団体訴訟に係る


仮差押命令の申立てをすることができる。 


２ 損害賠償等団体訴訟に係る訴訟手続の特例の規定の準用 


一の１の(1)及び９は、損害賠償等団体訴訟に係る仮差押命令に関する手続につい


て準用する。 


三 配当手続 


１ 裁判所による監督 


配当手続に係る事件は、裁判所の監督に属する。 


２ 指定 


適格消費者団体について、当該適格消費者団体の追行に係る損害賠償等団体訴訟


において確定した損害賠償請求権その他の金銭債権の管理又は配当を適切に行って


いないときその他重要な事由があるときは、裁判所は、当該適格消費者団体の有す


る当該損害賠償等団体訴訟に係る確定判決に基づく地位を承継すべき適格消費者団


体を指定するものとする。 


３ 報酬等 


適格消費者団体は、裁判所の許可を得て、損害賠償等団体訴訟に係る確定判決に


基づき弁済として受領した財産のうちから、配当手続のため必要な費用の前払及び


裁判所が定める報酬を受けることができる。 


４ 配当計画の提出 


適格消費者団体は、配当を行おうとするときは、次の事項を記載した配当計画を


裁判所に提出しなければならない。 


① 配当に加えるべき対象消費者の範囲 


   ② 確定判決に基づき弁済として受領した財産の総額 


③ ②のうち配当に充てることができるものの額 


④ 配当の基準及びその方法 


⑤ 権利の届出をすべき期間及びその方法 


⑥ 権利の確認の方法 


⑦ 権利に関する紛争の処理に関し必要な事項 


⑧ その他最高裁判所規則で定める事項 


５ 配当計画認可の決定等 


(1) 裁判所は、提出された配当計画が次のいずれにも該当するときは、配当計画認


可の決定をしなければならない。 


    ① 法令及び最高裁判所規則の規定に適合するものであること。 


② その内容が確定判決に基づいていること。 
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③ その内容が公正かつ衡平であること。 


(2) 裁判所は、配当計画認可の決定があったときは、配当計画等を公告しなければ


ならない。 


６ 配当計画の実施等 


(1) 配当計画認可の決定があったときは、適格消費者団体は、速やかに、配当計画


を実施しなければならない。 


(2) 適格消費者団体は、配当が終了した場合において、配当可能な金額に相当する


金銭に残余があるときは、これを国庫に納付しなければならない。 


(3) 適格消費者団体は、配当が終了した場合には、遅滞なく、裁判所に計算の報告


をしなければならない。 
 


第五 罰則 


適格消費者団体の役職員が差止請求又は損害賠償等団体訴訟の相手方から差止請求権


の不行使又は損害賠償等団体訴訟の追行をしないこと等の報酬として財産上の利益を受


けた場合等について、所要の罰則を設ける。 
 


第六 施行期日等 


一 施行期日 


この法律は、消費者権利院法の施行の日から施行する。ただし、第一の三の１の③


に係る部分は、特定商取引に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律の施行


の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から施行する。 


二 経過措置及び関係法律の整備 


  この法律の施行に伴う経過措置及び関係法律の整備について所要の規定を整備する。 


三 検討 


 国は、この法律の施行後５年を目途として、消費者の被害の状況、適格消費者団体


による差止請求及び損害賠償等団体訴訟の状況その他社会経済情勢の変化を勘案しつ


つ、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結


果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 





